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１ はじめに 

化学物質は私たちの身の回りの様々な分野で使用され、生活に欠かせないものとなって

います。世界では約１０万種類、日本では約５万種類の化学物質が使用されているといわ

れ、新たな化学物質も次々と発見され、増え続けています。この中には人類に有害であ

り、環境汚染を引き起こし、生態系や人の健康に影響を及ぼし問題となっているものもあ

り、増え続ける化学物質に対応するためには、従来の規制方法では手遅れとなる可能性が

高くなってきています。そこで、国は、事業者の自主的な化学物質管理を促進するため、

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（化学物

質排出把握管理促進法）（平成１１年法律第８６号）（以下「化管法」という。）を、平

成１１年７月に公布し、平成１２年３月から施行しました。その後、最新の有害性に関す

る知見や製造・輸入量等を踏まえ、平成２０年１１月に対象物質及び対象業種を見直す改

正を行いました。 

 一方、本県は全国有数の産業県であり、産業の集中による多量の化学物質の環境への排

出が見込まれたことから、愛知県公害防止条例を全部改正し、化学物質の適正管理を盛り

込んだ「県民の生活環境の保全等に関する条例」（以下「条例」という。）を、平成１５

年３月２５日に公布し、平成１５年１０月１日から施行しました。また、平成１５年８月

２２日に、条例に基づき、事業者における化学物質の適正管理の基本事項を定めた愛知県

化学物質適正管理指針（以下「管理指針」という。）を策定し、条例と同日に施行しまし

た。 

 この条例により、化管法では届出対象としていない、化学物質の取扱量の届出を義務付

け、また、一定の要件を満たす事業者の方には特定化学物質等管理書（以下「管理書」と

いう。）を作成し提出していただくことと、化学物質に係る事故発生時には応急措置・通

報、届出が必要であることを義務付けています。 

 この手引きは化学物質の適正管理に関し、条例に基づき、事業者の皆様が届出等をされ

る際の手助けとなるように作成したものです。 
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２ 条例（化学物質適正管理）の概要 

 

（１）化学物質適正管理指針（第６７条） 

 知事は、化学物質を業として取り扱う事業者が化学物質を適正に管理するために講

ずべき指針（化学物質適正管理指針）を定める。 

（２）特定化学物質の取扱量の把握・届出（第６８条） 

   特定化学物質の年間取扱量が１トン以上（特定第一種指定化学物質の場合は０．５

トン）で、かつ、全事業所の従業員数が２１人以上の事業者（特定化学物質等取扱事

業者）は、化学物質の取扱量を把握し、その把握した取扱量を毎年度、知事へ届け出

なければならない。 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）特定化学物質等管理書の作成・提出（第６９条） 

   特定化学物質等取扱事業者のうち、１事業所において従業員数が２１人以上の事業

者（特定事業者）は、特定化学物質等を適正に管理するために講ずる措置を記載した

特定化学物質等管理書を作成し、知事へ提出しなければならない。 

（４）事故時の措置（第７０条） 

   特定事業者は、施設の破損等の事故が発生し、特定化学物質が大気中若しくは公共

用水域に排出され、又は地下に浸透したことによって、人の健康・生活環境に被害が

生じ、又は生じるおそれがある場合には、直ちに排出防止等の応急措置を講じ、事故

の状況を知事に通報するとともに、速やかに応急措置の概要等について知事へ届け出

なければならない。 

 

 

 

 

特定化学物質とは 

 化管法の第一種指定化学物質と同じ４６２物質※をいう。 

人に対する発がん性があると評価された特定第一種 

指定化学物質１５物質を含む。 

特定化学物質等とは 

特定化学物質及び特定化学物質を１％以上含有する製品（特定

第一種指定化学物質の場合は０．１％以上含有する製品） 

※「特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を

改正する政令」が平成２１年１０月１日に施行され、化管法の第一種指定化学物質が見直されたこ

とに伴い、条例の特定化学物質も見直し後の物質が対象になりました。 

○ 見直し後の物質による、事故時の措置及び管理書作成提出は平成２２年１０月１日から。 

○ 見直し後の物質による、取扱量の把握は平成２２年４月１日から、取扱量の届出は平成  

２３年４月１日から。 

○ 平成２１年度実績（平成２２年度届出分）までは、３５４物質が対象。 
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（５）対象事業所 

   条例と化管法に基づく事業者の届出等について、対象事業所の違いに着目して図示

すると次のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

条例 化管法 

化学物質適

正管理指針 

取扱量の把

握・届出 

管理書の提出 

事故時の応急

措置・通報、届

出 

化学物質を取り

扱う一般の事業

所 

規模の大

きい事業

所（従業

員２１人

以上の事

業所）特

定事業所 

特定化学物

質を取り扱

う一定要件

の事業所（特

定化学物質

等取扱事業

所） 

第一種指定化学

物質又は第二種

指定化学物質を

取り扱う事業所 

 

国の化学物質

適正管理指針 

一定要件の事

業者が設置し

ている第一種

指定化学物質

を一定量以上

取り扱うか又

は特別要件施

設を有する事

業所 

（第一種指定

化学物質等取

扱事業者が有

する事業所） 

情報提供 

排出量等の把

握・届出 

うち特別要

件施設のみ

を有する事

業所 

（把握施行 H16.4.1） 

（届出施行 H17.4.1） 

３万円以下の過料 

（施行 H17.4.1） 

３万円以下の過料 

（施行 H15.10.1） 

応急措置不履行

に対して出され

た措置命令違反  

６月以下の懲役

又は３０万円以

下の罰金 

（施行 H13.4.1） 

２０万円以下の過

料 

（施行 H13.1.1） 

情報の 提供に 関

し、求められた報

告をせず、又は虚

偽の報告をした場

合 

２０万円以下の過

料 

（施行 H12.3.30） (施行 H15.10.1）  

ＭＳＤＳからＳＤＳへ 
国内では、平成２３年度までは化学品の性状、取扱方法及び危険有害性などの

情報提供に使用される文書は、一般的に「ＭＳＤＳ：Material Safety Data Sheet

（化学物質等安全データシート）」と呼ばれていましたが、国際整合の観点から、

「ＧＨＳ：The Globally Harmonized System of Classification and Labelling 

of Chemicals（化学品の分類及び表示に関する世界調和システム）」で定義されて

いる「ＳＤＳ：Safety Data Sheet（安全データシート）」」に統一されました。 

ＪＩＳ Ｚ 7253 において、ＳＤＳ作成についての手引きが記載されています。 

第一種指定化学物質：４６２物質 

第二種指定化学物質：１００物質 

（平成21年10月1日に対象物質が改正されました） 
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（６）条例と化管法の届出対象等判定 

               判定フロー図 

  

対象化学物質

を年間１（特

定第一種の場

合０．５）ト

ン以上製造

（副生成物も

含む。）して

いますか？ 

化管法の排出量等の届出 

条例の取扱量の届出 

条例の管理書の提出 

条例の事故時の応急措置・通報、届出 

化管法の排出量等の届出 

条例の取扱量の届出 

化管法の排出量等の届出 

 

届出不要 

特定事業所 

YES 

YES 
YES 

YES 

NO 

NO 

YES 

NO 

YES 

NO 

NO 

NO 

YES 

NO 

NO 

YES 

以下個々の事業所ごとに判断 

事業者全体で判断 

特定化学物質等取扱事業所 

資材等（製品）に含まれる対象

物質は１（特定第一種の場合

は０．１）％以上含まれていま

すか？ 

資材等（製品）が形状の要件（７

ページ参照）を満たしています

か？ 

  

化管法の特別

要件施設が 

ありますか？ 

対象業種に該当する事業

（５、６ページ参照）を営

んでいますか？ 

事業者（全事業所）の常時

使用する従業員数が２１

人以上ですか？ 

その対象物質の年間取扱量の

合計は１（特定第一種の場合

０．５）トン以上ですか？ 

事業所の常時使用する従業員

数が２１人以上ですか？ 
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                対 象 業 種 

番号 業種名 産業分類番号 

１ 金属鉱業 0500 

２ 原油及び天然ガス業 0700 

３ 

 

製造業  

食料品製造業 1200 

飲料・たばこ・飼料製造業（以下を除く。） 1300 

 酒類製造業 1320 

 たばこ製造業 1350 

繊維工業 1400 

衣服・その他の繊維製品製造業 1500 

木材・木製品製造業（家具を除く。） 1600 

家具・装備品製造業 1700 

パルプ・紙・紙加工製品製造業 1800 

出版・印刷・同関連産業 1900 

化学工業（以下を除く。） 2000 

 塩製造業 2025 

 医薬品製造業 2060 

 農薬製造業 2092 

石油製品・石炭製品製造業 2100 

プラスチック製品製造業 2200 

ゴム製品製造業 2300 

なめし革・同製品・毛皮製造業 2400 

窯業・土石製品製造業 2500 

鉄鋼業 2600 

非鉄金属製造業 2700 

金属製品製造業 2800 

一般機械器具製造業 2900 

電気機械器具製造業（以下を除く。） 3000 

 電子応用装置製造業 3060 

 電気計測器製造業 3070 

輸送用機械器具製造業（以下を除く。） 3100 

 鉄道車両・同部分品製造業 3120 

 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 3140 

精密機械器具製造業（以下を除く。） 3200 

 医療用機械器具・医療用品製造業 3230 

武器製造業 3300 

その他の製造業 3400 
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番号 業種名 産業分類番号 

４ 電気業 3500 

５ ガス業 3600 

６ 熱供給業 3700 

７ 下水道業 3830 

８ 鉄道業 3900 

９ 倉庫業（農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体

若しくは液体を貯蔵するものに限る。） 
4400 

１０ 石油卸売業 5132 

１１ 鉄スクラップ卸売業（自動車用エアコンディショナーに封

入された物質を回収し、又は自動車の車体に装着された自

動車用エアコンディショナーを取り外すものに限る。） 

5142 

１２ 自動車卸売業（自動車用エアコンディショナーに封入され

た物質を回収するものに限る。） 
5220 

１３ 燃料小売業 5930 

１４ 洗濯業 7210 

１５ 写真業 7430 

１６ 自動車整備業 7700 

１７ 機械修理業 7810 

１８ 商品検査業 8620 

１９ 計量証明業（一般計量証明業を除く。） 8630 

２０ 一般廃棄物処理業（ごみ処分業に限る。） 8716 

２１ 産業廃棄物処分業 8722 

特別管理産業廃棄物処分業 8724 

２２ 医療業 8800 

２３ 高等教育機関（付属設備を含み、人文科学のみに係るもの

を除く。） 
9140 

２４ 自然科学研究所 9210 

    

※ 対象業種は化管法の届出対象業種と同じであり、この産業分類番号を使用します。 

※ 「その他の製造業」については、ＰＲＴＲ排出量等算定マニュアル（経済産業省・環

境省）を参考にして判定します。 

※ 公務は、その行う業務によりそれぞれの業種に分類して扱い、分類された業種が上記

の対象業種に該当するかを判定します。 

※ ２２医療業は、平成２１年１０月１日から追加されました。 
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            資材等（製品）の形状の要件 

 把握が必要な原材料、資材等（製品）の判定 

対象物質が密閉された状

態で取り扱われるか 

主として一般消費者の生

活用の製品か 

  把握対象の製品 

化学薬品、ガソリン、染料、塗料、高圧ガス、溶剤、接着剤、洗浄剤、メッ

キ液、アスベストの板、インゴット、原油、石炭等 

廃棄物（移動量で把握） 

把握対象外（再生資源） 

空き缶、廃油、金属くず等 

把握対象外（固体であって、粉状、

粒状にならないもの） 

タンク、組立部品、管板、フィルム、

布、糸、紙等 

把握対象外（密閉品） 

乾電池、バッテリー、コンデンサー、

冷蔵庫中の冷媒 

把握対象外（生活用品） 

殺虫剤、防虫剤、洗剤等 

天然物のままか（工業的プ

ロセスを経ていないか） 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES 

ア 気体又は液体のもの（溶剤、接着剤、塗料、冷媒など） 

イ 固体のもので固有の形状を有しないもの（粉末の添加

剤、粉末の試薬、反応触媒など） 

ウ 固体のうち固有の形状を有するもので、取扱過程で溶

融、蒸発又は溶解するもの（めっきの金属電極、インゴッ

ト、樹脂ペレット、ハンダなど） 

エ 精製や切断等の加工に伴い環境中に排出されるもの（石

綿製品、切削工具等の部品など） 

対象となる形状 

 把握対象外（天然物） 

採取されたままの未精製の鉱物等 

 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

○ 

事業者による取扱いの過程にお

いて固体以外の状態にならず、か

つ、粉状又は粒状にならないか 

再生資源か 

廃棄物か 
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３ 適正管理指針の概要 

 

（１）目的 

   この指針は条例第６７条第１項の規定に基づき、事業者が化学物質を適正に管理す

るために講ずべき措置に役立てることを目的としている。 

 

 

 

（２）管理の方法 

   化学物質の適正な管理を図るために必要な方法、措置及び条例第６８条第１項に規

定される特定化学物質の取扱量等を算出する方法を定めている。 

   この指針に基づき管理する化学物質は、取り扱う化学物質の性状、取扱量等から、

人の健康及び生活環境に影響及ぼすものについて、事業者が自主的に決定するものと

する。 

   事業所ごとに次の事項に取り組む。 

ア 年間の取扱量、排出量及び移動量の把握（毎年度４月１日～３月３１日） 

イ 情報収集（取り扱う化学物質に関する情報、排出抑制等に関する技術情報） 

ウ 管理方針及び管理計画の策定（管理方針及び具体的な目標、対策、達成時期の

記載） 

エ 取扱施設の排出防止対策の実施（適正な保守管理、排出抑制措置、代替物質へ

の転換検討） 

オ 管理組織の整備（管理責任者及び担当の選任、教育・訓練） 

  

（３）事故の予防及び事故発生時の措置 

   化学物質に起因する事故災害に対する予防対策及び事故発生時の措置について定め

る。 

ア 事故予防対策 

（ア）取扱化学物質の危険性の周知 

（イ）取扱施設の保守管理 

（ウ）取扱施設の整備及び改良 

（エ）連絡体制の整備 

（オ）避難体制の整備 

（カ）応急措置体制の整備 

（キ）事故対応マニュアルの作成 

（ク）訓練の実施 

イ 事故発生時の措置 

（ア）被災状況の確認及び人命の救助 

（イ）事故発生時の応急措置及び通報 

（ウ）周辺住民への連絡 

（エ）流出防止等の措置 

管理指針の対象となる事業者とは？ 

化学物質（放射性物質を除く。）を業として取り扱う全ての事業者 
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（４）化学物質の管理及び排出状況に関する県民への情報提供 

   事業者は、化学物質の管理の方法、排出の状況等について、県民の理解を得るため

に次の事項を必要に応じて行う。 

ア 組織の整備 

イ 情報の提供 

 

（５）ＩＳＯ１４００１による環境管理システムとの関係 

 事業者が、既にこの指針（２）から（４）までに定める措置をＩＳＯ１４００１に

よる環境管理システムなどにおいて実施している場合にあっては、その措置をこの指

針に基づく措置とすることができる。 

 

（６）特定化学物質等管理書の作成 

 特定事業者が作成する特定化学物質等管理書は、この指針に定められた事項を参考

に次のアからオについて作成するものとし、対象とする化学物質は、この指針（２）

に従い、取り扱う化学物質の性状、取扱量等から、人の健康及び生活環境に影響を及

ぼすものについて、定めるものとする。 

ア 管理方針及び管理計画 

イ 化学物質の名称 

ウ 取扱施設における管理方法 

エ 管理組織 

オ 事故の予防及び事故発生時の措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定事業者とは？ 

条例第６８条第１項に規定する特定化学物質等取扱事業所の

うち、当該事業所において常時使用する従業員の数が２１人以上

である事業所（特定事業所）を有する事業者をいう。 
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４ 特定化学物質取扱量の届出 

条例第６８条の規定により、特定化学物質等を取り扱っている特定化学物質等取扱事

業者は特定化学物質の取扱量を管理指針に従って把握し、毎年度、届け出なければなり

ません。取扱量の把握は特定化学物質及び特定化学物質等取扱事業所ごとに行い、届出

も事業所ごとに行います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）届出対象化学物質：化管法の届出対象の化学物質と同じ 

   化管法により第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出を行った特定化学物質

について、取扱量を届け出ます。 

 

特定化学物質 年間取扱量（４月１日～３月３１日） 

第一種指定化学物質   ４６２物質 １，０００ｋｇ以上のもの 

特定第一種指定化学物質  １５物質 ５００ｋｇ以上のもの 

   ※平成２１年１０月１日に対象物質を見直す省令が施行されました。 

 

（２）届出対象事業者＝特定化学物質等取扱事業者 

「特定化学物質等取扱事業者」が対象となります。特定化学物質を取り扱っている事

業者であって次の３要件を全て満たすものが特定化学物質等取扱事業者です。 

 

① 化管法の届出対象の２４業種に属する事業を行っている事業所を有する事業者 

     化管法の届出対象業種と同じです。 

 

② 特定化学物質のいずれか１つの年間取扱量（４月１日～３月３１日）が化管法

の第一種指定化学物質の場合は１，０００ｋｇ以上の事業所を有する事業者、特

定第一種指定化学物質の場合は５００ｋｇ以上の事業所を有する事業者 

  取扱量の算出方法は、化管法の届出と同じ算出方法であり、ＰＲＴＲ排出量等

算定マニュアルⅠ・Ⅱ・Ⅲ（経済産業省・環境省）や各種業界の連合会や協会な

どで作成された業種別マニュアルが参考となります。 

 

化管法に基づく第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出を行った場

合は併せて条例に基づく特定化学物質取扱量の届出を行ってください。 

届出対象者：特定化学物質等取扱事業者 

届出期限 ：毎年度４月１日から６月３０日まで 

      （６月３０日が土日の場合は次の月曜日まで） 

届出先  ：所管の東三河総局・県民事務所（電子申請・届出システムの 

利用も可能） 又は中核市（豊橋市、岡崎市、豊田市） 

  届出部数 ：１部 

※ 化管法の届出が、年間取扱量要件に該当せず、特別要件施設を有することのみに 

より届出対象となっている場合は、特定化学物質取扱量の届出は必要ありません。 
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年間取扱量＝年間製造量＋年間使用量 

  

  年間使用量＝年間購入量＋年度当初在庫量－年度末在庫量 

 

  年間製造量：化学反応、精製等で作り出された化学物質の量  

   （例 化学反応で作り出された化学物質については、クラフトパルプ漂

白時に付随して生成されるクロロホルムがあげられ、精製で作り出

された化学物質については、廃シンナー等の精製によって製造され

るトルエン、キシレンがあげられます。また、６価クロム化合物を

使用する過程で、３価クロムが副生されるような副生成の場合も製

造としてとらえます。） 

   年間使用量：原材料、資材等として用いた化学物質の量 

     化学物質の量＝資材等（製品）量×含有率 

     （燃料小売業のように貯蔵タンク等に搬入・搬出のみを行

っている場合も該当します。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

塗料 

 A 

塗料 

 B シンナー 

トルエン 

六価クロム 

キシレン 

鉛 

資材等（製品）量 化学物質の量 
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年間取扱量算出方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象化学物質 

選定 

 

 

 

その資材等（製品）に対象物質が 

１質量％（特定第一種の場合は

0.1％）以上含まれている全てを選

択し、含有する対象化学物質を合計

して年間使用量を算出 

事業所での対象化学

物質の年間取扱量を

算出し、判定 

次の化学物質 

年間製造量と年間使用量を合計

し、特定化学物質（化管法第一種

指定化学物質）の取扱量が１トン

／年（化管法特定第一種指定化学

物質の場合は０．５トン／年）以

上であるかどうかを判定します。 

取り扱っている化学物質から特定化学物

質（第一種指定化学物質）462 物質である

ものを１つ選択します。 

ＳＤＳなどの情報を 

活用し、製品などの化学

物質含有量を算出しま

す。 

対象化学物質の

年間製造量算出

 

資材等(製品)の 

形状により対象判定 

 



- 13 - 

③ 常時使用する従業員の数が２１人以上の事業者（化管法の届出と同じ考え方） 

 ここでいう「常時使用する従業員数」とは、本社、支社、営業所など、対象業

種でない全ての事業所も含めて、従業員数を合計した事業者全体の従業員数で

す、把握対象年度の４月１日時点（年度途中に事業を開始した事業者においては

事業を開始した日）での従業員数で判断します。常時使用する従業員数は、期間

を定めずに使用されている人若しくは１か月を超える期間を定めて使用されてい

る人、又は取扱量等の把握対象年度の前年度２月、３月中にそれぞれ１８日以上

使用されている人をいい、嘱託、パート、アルバイトも含みます。 

 役員でも事務職員、労務職員などを兼ねて一定の職につき、一般職員と同じ給

与を受けている人も従業員数に加えてください。 

 

 
役員 

 

正社員等 
※２ 

他への 

派遣者 

（出向者） 

臨時雇

用者 

別事業者へ

の下請労働 

他からの 

派遣者 

（出向者） 

別事業者から

の下請労働 

常時使用す

る従業員 
×

※１
 ○ × × × ○ ○ 

   ※１ 役員であっても、事務職員、労働職員を兼ねて一定の職務に就き、一般職員と同じ給与規則に

よって給与を受けている人は、常時使用する従業員数としてカウントします。 

   ※２ 嘱託、パート、アルバイトと呼ばれる人で含まれる場合もあります。 

 

  条例の届出対象事業者は基本的には化管法と同一の趣旨ですが、化管法の届出対象

のうち年間取扱量が１トン（特定第一種指定化学物質の場合は０．５トン）未満であ

って、特別要件施設（化管法施行令第４条一号ハ～ヘ）を有することのみにより届出

対象となった事業者は条例の届出対象から除かれます。 

 

化管法における特別要件施設 

・鉱山保安法第８条１項に規定する建設物、工作物その他の施設 

・下水道業の下水道終末処理施設 

・ごみ処分業の一般廃棄物処理施設 

・産業廃棄物処分業の産業廃棄物処理施設 

・ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設 

 

（３）届出の時期 

   特定化学物質等取扱事業者は、特定化学物質及び特定化学物質等取扱事業所ごと

に、毎年度、４月１日から６月３０日（土日の場合は次の月曜日）までの間に、把握

した前年度の特定化学物質の取扱量を特定化学物質取扱量届出書（様式第４６）によ

って、所管の東三河総局長・県民事務所長又は中核市の市長に届け出なければなりま

せん。 
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（４）特定化学物質取扱量届出書の記入例 

 

様式第４６（第７７条関係） 

                 特 定 化 学 物 質 取 扱 量 届 出 書 

平成××年××月××日  

 

○○県民事務所長 殿 

 

 住 所 名古屋市中区三の丸１－２ 

届出者 郵 便 番 号  460-0000 

 氏 名  ○○株式会社 

 代表取締役社長 愛知 太郎 印 

 

 

 （名称及び代表者の氏名) 

 

 県民の生活環境の保全等に関する条例第 68 条第２項の規定により、特定化学物

質の取扱量について、次のとおり届け出ます。 

事 業 所 の 名 称 
○○株式会社 愛知第２工場 

前回の届出における事業所の名称 ○○有限会社 愛知工場 

事 業 所 の 所 在 地 〒462-0000 ○○市○○町△丁目１番地 

事業所において常時使用される従業員の数      ５０ 人 

 事業所において行われる事業が属する業種名 産業分類番号 

主たる業種 輸送用機械器具製造業 ３１００ 

 

 

金属製品製造業 ２８００ 

自動車整備業 ７７００ 

燃料小売業 ５９３０ 

特定化学物質取扱量 別紙のとおり。 

※受付欄 

連絡先 所    属 愛知第２工場 環境管理部管理課 

氏    名 化学 管太郎 

電 話 番 号 △△△△－△△－△△１１ 

ファクシミリ番号 △△△△－△△－△△１２ 

メ ー ル ア ド レ ス Kantarou_kagaku@oo.co.jp 

備考 １ 前回の届出における事業所の名称の欄は、変更された場合のみ記載すること。  
  

２ ※印の欄には、記載しないこと。 
３ 届出書及び別紙の用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

   ４ 氏名(法人にあっては、その代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、 
    本人(法人にあっては、その代表者)が署名することができる。 

 

宛先は事業所の所在地

を所管する東三河総局

長・県民事務所長又は中

核市の市長 

前回届出から変更された場

合のみ記入してください。 

会社全体の従業

員数でなく、事業

所（愛知第２工

場）だけの人数 

届出の受理後に

問い合わせをさ

せていただくこ

とがありますの

で必ず記入して

ください。 

業種、産業分類

番号は化管法の

届出と同じもの

を記入してくだ

さい。 

日付は提出日、 

郵送の場合は投函日 

本社の住所、代表者名、

代表者印で届け出てく

ださい。工場長名で届

け出る場合は工場長名

等を併記し、工場長印

を押印し、委任状を添

付してください。 

個別郵便番号でなく、その

地域で通常用いられるも

のを記入してください。 

把握対象年度の 

４月１日時点の情報を 

記入してください。 

提出日時点の情報を 

記入してください。 
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  別紙 

※整理番号  

 

 

別紙番号  

 

番号 号番号 特定化学物質の名称 取扱量（単位 kg） 

  １ ５３ エチルベンゼン １４０００ 

  ２ ８０ キシレン ６２００ 

  ３ １８６ 塩化メチレン ２０００ 

  ４ ２３２ Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミ

ド 
２８００ 

  ５ ２４０ スチレン ２５００ 

  ６ ２６２ テトラクロロエチレン ２０００ 

  ７ ２８１ トリクロロエチレン ４８００ 

  ８ ２９７ １，３，５－トリメチルベン

ゼン 
２０００ 

  ９ ３００ トルエン ２１００ 

１０ ３７４ ふっ化水素及びその水溶性

塩 
１３００ 

 １１  ４００ ベンゼン     ５５０ 

    

   備考  １ 別紙が２枚以上になる場合には、別紙番号欄に通し番号を記入する  

         こと。  

２  番号の欄には、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理  

      の改善の促進に関する法律施行令（平成１２年政令第１３８号（以下、  

     「施行令」という。）別表第１に掲げる第１種指定化学物質の号順に  

     番号を割り振ること。  

３  号番号及び特定化学物質名称の欄には、施行令別表第１に掲げる第  

 一種指定化学物質の号番号及び名称（施行令別表第１に別名の記載が  

 ある第一種指定化学物質にあっては、当該別名）を記載すること。  

        ４  取扱量の単位はキログラムとして、有効数字は２桁とする。  

     ５   ※印の欄には、記載しないこと。  

 

記入の必要は 

ありません。 

別紙が複数枚に

わたるときに記

入 し て く だ さ

い。 

年間取扱量を有

効数字二桁で記

入。単位は kg。 

第一種指定化学

物質は１０００

kg 以上、特定第

一種指定化学物

質
※
は５００kg

以上のものだけ

を記入してくだ

さい。 

化管法の別名

がある場合は

別名を記載し

てください。 

※特定第一種指定化学物質 15 物質 

33  石綿             56 エチレンオキシド     75 カドミウム及びその化合物 

88  六価クロム化合物       94 クロロエチレン     243 ダイオキシン類 

305 鉛化合物          309 ニッケル化合物     332 砒素及びその無機化合物  

351 1,3-ブタジエン       385 2-ブロモプロパン    394 ベリリウム及びその化合物 

397 ベンジリジン=トリクロリド  400 ベンゼン        411 ホルムアルデヒド 

化管法の号番号順に

記入してください。 
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５ 特定化学物質等管理書の作成（変更）提出 

条例第６９条に基づき、特定化学物質等取扱事業者のうち、特定化学物質等を取り

扱う１事業所において従業員数が２１人以上の事業所（特定事業所）を有する事業者

（特定事業者）は、特定化学物質等を適正に管理するために講ずる措置を記載した管

理書を作成し、提出しなければなりません。管理書は周辺住民への説明や対話（リス

クコミュニケーション）に活用できるようわかりやすく作成してください。 

   なお、平成２１年１０月１日の「化管法施行令の一部を改正する省令」の施行に伴

い、特定化学物質が改正されています。これによって、新たに対象事業者になった場

合や提出済みの管理書の中で対象物質が追加・変更になった場合も特定化学物質等管

理書の作成（変更）が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

（１）対象とする化学物質 

   条例の特定化学物質取扱量の届出が必要な特定化学物質が対象となります。 

   その他、取り扱う化学物質の性状、取扱量等を考慮して、人の健康及び生活環境に

影響を及ぼすものについて自主的に選定した化学物質も対象となります。 

 

（２）提出の対象者＝特定事業者 

 「特定事業者」が対象となります。特定化学物質取扱量届出の対象者が特定化学物

質等取扱事業者であり、このうち、特定化学物質等を取り扱う１事業所において、常

時使用する従業員数が２１人以上となる事業所が「特定事業所」に該当します。「特

定事業所」を有する事業者が特定事業者であり、管理書の提出が必要です。取扱量等

の把握の場合は届出前年度の４月１日時点で従業員数を判断しましたが、管理書作成

の場合の「常時使用する従業員数」は、２１人以上になった時点で判断し、便宜上、

毎月１日の時点での従業員数で判断します。常時使用する従業員数は、期間を定めず

に使用されている人若しくは１か月を超える期間を定めて使用されている人、又は前

月及び前々月にそれぞれ１８日以上使用されている人をいい、嘱託、パート、アルバ

イトも含みます。 

 

 

特定事業者は特定化学物質等管理書作成（変更）提出書（条例様式第４

７）を特定事業所ごとに作成し、提出してください。 

  提出対象者：特定事業者（条例の特定化学物質取扱量届出の対象事業

者であって、常時使用する従業員の数が２１人以上の特

定事業所を有する事業者） 

提出期限 ：特定事業者に該当した日から６か月以内 

        変更の場合 変更後速やかに 

  提出先  ：所管の東三河総局・県民事務所（電子申請・届出システムの 

利用も可能）又は中核市（豊橋市、岡崎市、豊田市） 

  提出部数 ：１部 
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（３）提出の時期 

 特定事業所に該当することとなった日から６か月以内に管理書を提出しなければな

りません。 

 特定事業所への該当の有無は事業所の従業員数と特定化学物質の取扱量とで判断し

ます。特定化学物質の取扱量の把握は４月１日～３月３１日であり、取扱量により対

象業者になるかならないかの判断は４月１日現在で行います。ただし、年度途中に事

業を開始した場合には事業開始日が起点になり、その時点から年度末までの取扱量を

年間取扱量として判断します。このことから取扱量により管理書提出義務が確定する

のは取扱量の届出と同様に取扱量把握の翌年度である４月１日となります。 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （４）管理書の変更 

   提出済みの管理書の以下の内容を変更した場合は、速やかに変更内容を反映した管

理書を提出してください。 

  ア 管理方針及び管理計画（例：管理方針及び管理計画の内容変更） 

  イ 取り扱う化学物質の名称（例：管理対象化学物質の追加・削除） 

  ウ 取扱施設における管理方法（例：管理方法の変更） 

  エ 管理組織（例：指示系統の変更、管理責任者等の職務の変更） 

  オ 事故の予防及び事故発生時の措置（例：事故時の連絡体制の変更） 

取扱量

の届出

をした

事業所 

事業所

の従業

員数が

21 人以

上 

事業所

の従業

員数が

21 人未

満から

21 人以

上とな

った場

合 

新 規 の

事業所 

届出をした年度

の 4 月 1 日 10月 1日 

6月 1日 12月 1日 

8 月 1 日 翌年 4 月 1 日 10月 1日 

事業所の従業員数が

6 月 1 日に 21 人以

上になった 

提出期間 

提出期間 

提出期間 

従業員数 21 人以上で対象

事業を 8 月 1 日に開始 

取扱量把握期間 

管理書提出の時期 

年間取扱量が

1t 以上だった 
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（５）管理書作成（変更）提出書の記入方法 

   特定化学物質取扱量届出書と同じように記入します。 

ア 特定事業所ごとに作成します。 

イ 宛先 所管の東三河総局長・県民事務所長又は中核市の市長宛て 

ウ 提出者   

・ 事業者（株式会社等）の登記簿の住所、代表者の氏名を記入し、代表者印を押

印してください。 

・ 提出者本人が署名した場合は、押印は必要ありません。 

・ 工場長名等で提出する場合は工場長名等を併記し、工場長等印を押印し、委任

状を添付してください。 

エ 事業所の名称、所在地、従業員数、業種等 

管理書作成の対象となった特定事業所について記入してください。従業員数は事

業者（会社等）全体の従業員数でなく、特定事業所のみの人数です。 

オ 変更の概要 

 変更の場合だけ、変更部分について、変更前及び変更後の内容の概要を対照させ

て記入してください。 

カ 連絡先 

   連絡先の電話番号を必ず、記入してください。メールアドレスがある場合は記入

してください。 

 

（６）管理書の作成方法 

   管理書の様式は定まっていません。２３ページに作成例を示しますが、あくまでも

作成例なので、事業所の実情に合った管理書を作成してください。 

  ア 管理書に記載する内容 

管理書は、管理指針に定められた事項を参考に次の(ア)から(オ)について作成し

ます。 

（ア） 方針及び管理計画 

管理方針は事業所としての化学物質の適正管理を推進するための基本方針を記

載します。事業所における化学物質の管理方針を作成することが目的ですが、事

業者全体の基本方針でもかまいません。 

管理計画は管理方針に従って設定した具体的な削減等の目標、対策、達成時期

を記載し、具体的な数値目標を記載する場合は、削減等の目標物質ごとに取扱量

か排出量か、事業所全体か、部門等かを明らかにしてください。 

（イ）化学物質の名称 

管理対象としている特定化学物質の名称及び化管法の号番号を記載します。別

名がある場合は別名で記載してください。 

（ウ）取扱施設における管理方法 

  管理対象とした化学物質を製造、使用及び貯蔵する過程において取り扱う施設

における管理の方法について記載します。化学物質の取扱工程がわかるフローシ
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ートを記載してください。 

 管理指針の次の内容について記載します。 

管理指針 ２（４）排出防止対策 

 ア 取扱施設の適正な保守管理 

 イ 取扱施設からの排出抑制措置 

 ウ 代替物質への転換の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排出抑制措置の例 

（ア）流出、飛散及び地下浸透防止措置 

脱脂工程、洗浄工程：脱脂槽へのふたの設置、洗浄装置の密閉化 
塗装工程     ：塗装スプレーの改良等 

排ガス処理装置の設置（直接燃焼法、「触媒燃焼

法」、「吸着法」、「低温凝縮法」など） 

ドライクリーニング：排ガス吸着装置 

メッキ工程    ：排ガス処理装置等の設置 

（イ）敷地外への流出防止措置 

   敷地周囲への側溝・油水分離槽の設置 

   取扱施設周囲への防液堤の設置 

（ウ）廃棄物の排出抑制及び必要に応じた処理施設の設置 

   廃棄物に含まれる化学物質の毒性、性状等を考慮し、分別、回収、再利用

を行い、必要に応じて、廃棄物の減量化、無害化、最終処理のための処理施

設を設置する。 

（エ）取扱工程及び取扱施設の見直し並びに代替技術の導入 

   化学物質の環境への排出を低減するため、取扱工程及び取扱施設の見直

しによる合理化や代替技術の導入を積極的に進める。 

   プラスチック製品製造業：クラフト粘着テープ製造のホットメルト化に

よる有機溶剤使用廃止 

（オ）回収及び再利用施設の設置 

   ドライクリーニング業 ：排ガス吸着装置 

   金属機械製造業    ：有機溶剤の回収設備設置 

 

代替物質への転換例 

  金属機械製造業   ：水系洗浄剤への転換 

シンナー主成分のトルエン、 

キシレンを代替物質へ転換 

 塗装業       ：水系塗料、ハイソリッド型塗料、無溶剤形塗料、 

粉体塗料の使用等 

 電気機械器具製造業 ：ハンダの鉛フリー化 

ＤＣモーター接点材料のカドミウムフリー化 
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（エ）管理組織 

管理指針に従って組織した管理組織について記載します。管理責任者及び担当

者、組織図、教育・訓練について記載してください。 

管理指針 ２（５）管理組織 

ア 管理責任者及び担当者の選任 

イ 管理責任者及び担当者の役割 

ウ 教育及び訓練 

 

（オ）事故の予防及び事故発生時の措置 

     管理指針に従い、事故の予防及び事故発生時の措置について記載してくださ

い。 

管理指針３ 

（１）事故予防対策 

 ア 取扱化学物質の危険性の周知 

 イ 取扱施設の保守管理 

 ウ 取扱施設の整備及び改良 

 エ 連絡体制の整備 

 オ 避難体制の整備 

 カ 応急措置体制の整備 

 キ 事故対応マニュアルの作成 

 ク 訓練の実施 

（２）事故発生時の措置 

 ア 被災状況の確認及び人命救助 

 イ 事故発生時の応急措置及び通報 

 ウ 周辺住民への連絡 

 エ 流出防止等の措置 

  

  イ ＩＳＯ１４００１環境管理システムなどにより、管理指針に従った化学物質管理

を行っており、環境管理システムの化学物質管理規定類等を管理書とする場合は化

学物質管理規定類等の化学物質管理内容のわかる書類の写し及び認定証の写しを

添付してください。 
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事業者におけるコミ

ュニケーションの一

般的な進め方 

・化学物質管理体制

の整備 

・化学物質の排出に

伴う環境影響の検討 

・化学物質管理等に

関する情報の公開 

・化学物質等に関す

る意見交換 

事

業

者 

 

県

民 

参加 

協力 

情報収集 

意見 

理解 

行 政 

・事業者、県民が化学物質に関して相談で

きる人材や窓口の確保 

・事業者における専門の人材養成支援 

・県民の化学物質に関する理解度増進策 

・幅広い化学物資情報の発信 

・化学物質に関するコミュニケーション

実施に向けた事業者への助言 

円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン 

          意 義 

・事業者と地域社会とのつながりができる。 

・互いの理解が深まる。 

・化学物質管理への取組や認識が互いに深まる。 

化学物質に関わる利害関係者が相互の信頼性と理解のレベルを向上さ

せるために、化学物質を取り扱うことによるリスクやその対策につい

て、相互に情報や意見を交換し合うこと。 

化学物質に関するリスクコミュニケーションとは？ 
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（７）管理書作成（変更）提出書の記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４７（第７８条関係） 

                   特定化学物質等管理書作成（変更）提出書  

                                             平成××年××月××日 

    

○○県民事務所長 殿 

                               住 所 名古屋市中区三の丸１－２ 

                               郵便番号 460-0000 

              提出者 氏 名 ○○株式会社 

                      代表取締役 愛知太郎 

                               代理人 〒000-0000 

                       ○○市○○町△丁目１番地 

                      愛知第２工場長 ○○○○工場長 

                    （名称及び代表者の氏名）     

       

  県民の生活環境の保全等に関する条例第６９条第２項の規定により、特定化学

物質等 管理書を作成（変更）したので、次のとおり提出します。 

事業所の名称   ○○株式会社 愛知第２工場 

事業所の所在地  〒462-0000 ○○市○○町△丁目１番地 

事業所において常時使用される従業員の数      ５０人 

 事業所において行われる事業が属する業種名 産業分類番号 

主たる業種 輸送用機械器具製造業  ３１００ 

 金属製品製造業  ２８００ 

自動車整備業  ７７００ 

燃料小売業 ５９３０ 

特定化学物質等管理書 別添のとおり。 

変更の概要 
 

※受付欄 

連絡先 所 属 愛知第２工場 環境管理部管理課 

氏   名 化学 管太郎 

電話番号 △△△△－△△－△△１１ 

ファクシミリ番号 △△△△－△△－△△１２ 

メールアドレス Kantarou_kagaku@oo.co.jp 
 

備考 １ 「変更の概要」の欄には、変更の報告の場合のみ記載することとし、その記載
に当たっては、変更した部分について、変更前及び変更後の内容の概要を対照
させること。      

   ２ ※印の欄には、記載しないこと。 
   ３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
   ４ 氏名(法人にあっては、その代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、

本人(法人にあっては、その代表者)が署名することができる。 

本社の住所、代表

者名、代表者印で

提出してくださ

い。工場長名で提

出する場合は工

場長名等を併記

し、工場長印を押

印し、委任状を添

付してください。 

日付は提出日、 

郵送の場合は投函日 

会社全体の従業員

数でなく、事業所

（愛知第２工場）

だけの人数。 

業種、産業分類番

号は化管法の届出

と同じものを記入

してください。 

提出後に問い合わ

せをさせていただ

くことがあります

ので必ず記入して

ください。 

変更の場合に記入

します。 

個別郵便番号でなく、その

地域で通常用いられるも

のを記入してください。 
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（８）管理書作成例 

 

 

 

          特定化学物質等管理書 

                         平成○○年○○月○○日作成 

 

１ 管理方針及び管理計画 

 事業所（工場）内で取り扱う化学物質については、次に定める管理方針及び管理計

画に従い対策を実行し、目標を達成する。 

（１）管理方針 

  ア 有害な化学物質は出来るだけ使用せず、排出量、使用量の削減に努める。 

  イ 情報開示を進め、化学物質に関するリスクコミュニケーションを推進する。 

  ウ 化学物質の漏出防止を徹底し、事故の未然防止に努める。 

（２）管理計画 

  ア 化学物質の削減目標及び対策 

化学物質 鉛 塩化メチレン トルエン 

キシレン 

目  標 鉛を含む資材を

全廃する。 

平成○年度比

取扱量を事業

所全体で４割

削減する。 

平成○年度比排出

量を事業所全体で

１割削減する。 

目標達成時期 平成○年度末 平成○年度末 平成○年度末 

対  策 鉛を含まない塗

料に切り替える。 

ガス回収装置

を設置する。 

塗装工程の排ガス

処理施設の除去率

を 60％から 80％に

向上させる。 

   

  イ 化学物質管理システムの構築とリスクコミュニケーションの推進 

化学物質管理シ

ステム 

平成○年度末までにコンピューターによる管理システ

ムを構築する。 

情報開示とリス

クコミュニケー

ション 

平成○年度末までに、リスクコミュニケーション社内マ

ニュアルを作成する。 

   

  ウ 化学物質の漏出防止の徹底 

    事故の発生０を目標に、化学物質取扱マニュアルによる管理を徹底する。 

 

これは作成例なので、これを参考にそれぞれの事業所の

実情に合った管理書を作成してください。 
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２ 管理対象化学物質 

特定化学物質

の名称 

塩化メチレン  鉛 トルエン キシレン 

化管法号番号 １８６ ３０４ ３００ ８０ 

使用目的 洗浄剤  塗料 塗装用溶剤 塗装用溶剤 

取扱工程 ①部品洗浄工程 ②塗装工程 

取扱施設 部品洗浄機(２基) 塗装ブース（３基） 

 

３ 取扱施設における管理方法 

（１） 取扱工程フローシート 

   ①部品洗浄工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②塗装工程 

 

 

 

 

 

 

 

塗料 溶剤 

塗装ブース 乾燥炉 部品 

  洗浄機 洗浄前部品 

回収処理施設 

（凝縮・吸着） 

廃液保管場

貯層 

洗浄済部品 

大気排出 

廃棄物（廃活性炭） 

洗浄剤 

製品 

排ガス処理施設 

廃液再生委託 

大気排出 

フィルター 

廃棄物 

排ガス 

排水 

塗料カス 

汚泥 
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（２）取扱施設の適正管理 
  ア 取扱施設の保守管理 

（ア）化学物質の取扱施設の定期点検は点検リストに従って実施し、点検記録簿に
記載する。 
①毎日の運転状況の確認により、異常の有無を確認 
②１か月に１回、取扱施設機器の緩み、漏れ、亀裂、腐食等を点検 
③６か月に１回、処理効率の確認、運転条件の見直し等を実施 

（イ）化学物質管理担当者は点検結果に基づき、遅滞なく施設の修理及び改良を実

施 

  イ 取扱施設からの排出抑制措置 

（ア） 流出、飛散及び地下浸透防止措置 

    ①取扱施設は工場内（床面コンクリート・モルタル張り）に設置し、流出液貯

留槽を設置 

    ②化学物質取扱マニュアルに従い管理 

化学物質取扱マニュアルの内容 

 ａ購入（化学物質の登録、購入量、在庫量の管理方法） 

 ｂ貯蔵（貯蔵量の限度、貯蔵場所及び方法） 
 ｃ表示（貯蔵場所に注意事項等の表示） 
 ｄ取扱（取扱方法及び設備、取扱上の注意事項、取扱量の管理方法） 

 ｅ廃棄（廃棄物の保管及び処理方法） 

（イ） 敷地外への流出防止措置 

 敷地周囲に側溝を設置し、沈殿分離槽を通じて排出 

（ウ） 廃棄物の排出抑制及び必要に応じた処理施設の設置 

   洗浄液の更新頻度を見直し、廃棄物量を抑制 

 廃液は再生事業者へ委託し、再利用 

（エ） 取扱工程及び取扱施設の見直し並びに代替技術の導入 

 有機塩素系洗浄機を廃止し、アルカリ洗浄施設等への転換を推進 

 塗装工程を改善し、有機溶剤使用量を削減  

（オ） 回収及び再利用施設の設置 
   洗浄機にガス回収装置（冷却凝集・吸着）を設置し、使用量削減及び排出量を削

減 

  ウ 代替化学物質への転換の検討 

社内検討委員会において検討を進め、以下の代替化学物質への転換を進める。 

 ①鉛を含む塗料から鉛を含まない塗料へ転換 

②有機塩素系洗浄剤からアルカリ洗浄剤へ転換 

③有機溶剤系塗料から水系塗料、ハイソリッド塗料へ転換 
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４ 管理組織 

（１） 化学物質管理組織の整備 

△△事業所（工場）の化学物質管理体制は、下図のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）化学物質管理責任者等の職務 

  ア 化学物質管理責任者の職務 

① 化学物質の管理方針及び管理計画の作成 

② 管理組織に係る職務分担の決定 

③ 化学物質取扱マニュアルの作成  

④ 取扱工程及び取扱施設の見直しによる化学物質の排出抑制の検討 

⑤ 代替化学物質への転換の検討 

⑥ 化学物質に関する従業員への教育 

⑦ 化学物質の管理に係る会議の開催 

⑧ 事故対応マニュアルの作成 

⑨ 化学物質に関するリスクコミュニケーションの推進 

イ 化学物質管理担当者の職務 

化学物質管理責任者が定めた職務分担に従い化学物質の適正な管理に努める。 

 

（３）教育及び訓練 

  ア 化学物質を取り扱う従業員への教育・訓練内容 

   ① 取り扱う化学物質に関する安全データシート（ＳＤＳ）などの情報内容 

   ② 化学物質の適正な管理に関する知識、技能及び安全管理 

   ③ 化学物質の適正な取扱いに関する訓練 

 

管理組織図 

      化学物質管理責任者 

       事業所（工場）長  

化学物質管理担当者 

洗浄部門責任者  

化学物質管理担当者 

塗装部門責任者 

洗浄ライン  

現場責任者 

塗装ライン  

現場責任者 

 作業員  作業員 

連絡 

連絡 

連絡 

連絡 

連絡 

連絡 

指示 指示 

指示 

指示 

指示 

指示 

化学物質管理担当者 

環境安全部門責任者 

排水等処理 

現場責任者 

連絡 指示 

 作業員 

連絡 

連絡 

・・・・ 
（総務、購買、設

計部門など） 

指示 

指示 

○○会議 
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イ 年間実施計画 

   ① 毎年度４月に講習会及び現場実地訓練を実施 

 ② 年度中途で人員交替があった場合は新たに配置された者に対し、随時、講習

会及び訓練を実施 

 

 

 

 

 

 

 

５ 事故の予防及び事故発生時の措置 

（１）事故予防対策 

  ア 事故予防対策の内容 

   ①事故対応マニュアルの作成 

   ②取扱化学物質に関する危険性を周知するための表示を取扱施設に掲示 

   ③バルブ類の誤動作防止のための表示 

   ④年４回事故防止のための定期点検の実施 

   ⑤転倒防止装置を設置するなど、耐震性の強化 

   ⑥取扱施設へオーバーフロー防止のための警報装置の設置 

    

  イ 連絡体制 

   ①事業所（工場）内連絡体制 

  

 

 

 

 

   ②社外連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所長 事業部門

の長 

現場責

任者 

現場担

当者 

連絡 連絡 連絡 

指示 指示 指示 

事

業

所

長 

消防署 電話○○－0119 

警察署 電話○○－0110 

県事務所 電話○○－○○○○ 

市町村 電話○○－○○○○ 

病院  電話○○－○○○○ 

自治会 電話○○－○○○○ 

○○○ 電話○○－○○○○ 

○○○ 電話○○－○○○○ 

事故の予防及び事故発生時の措置は化学物質取扱施設及び取

り扱う化学物質により異なりますので、事業所の実情に合っ

た具体的な対応措置を記載してください。  
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  ウ 避難体制の整備 

   ① 避難場所は事業所内の駐車場とし、避難経路は風向きなどを考慮して判断

し、現場責任者が指示する。 

   ② 緊急用防災用資機材は現場又は消防防災庫内に保管 

     整備済み機材：オイルフェンス、オイルマット、消火器、ガス検知器、呼吸

保護用具、放水銃、被災者運搬用の担架、簡易測定器 

  エ 応急措置体制の整備 

① 事故事例（発生原因、被害）の収集、整理 

② 非常運転停止装置を設置 

③ 遮断装置（バルブ）の停止箇所を明示 

④ 流出した化学物質を回収するための流出防止溝、非常用貯留槽の設置 

 

  オ 防災訓練 

 想定した事故に対応するため、事業所従業員全員参加の防災訓練を毎年３月、

９月に実施 

 

（２）事故発生時の措置 

  ア 被災状況の確認及び人命の救助 

 事故現場の現場責任者は、事故現場及びその周辺の被災状況を確認し、被災者

がある場合は、人命救助を優先して、速やかな措置を行う。 

  イ 事故発生時の応急措置及び通報 

① 事故発見者は事業所内連絡体制により事故発生を直ちに報告 

② 非常運転停止装置を作動させ、関連施設を完全に停止するとともに、明示さ

れた遮断装置により配管等を全て閉鎖 

③必要に応じ、周辺への影響があると判断したときは速やかに社外連絡体制を通

じ、関係機関等に通報 

ウ 流出防止等の措置 

化学物質が環境中に流出し、影響を及ぼすおそがあると現場責任者が判断し

たときは、次の対応措置をとる。 

   ① 環境への拡大防止、化学物質の除去等の軽減措置 

   ② 環境調査 

     周辺地域における大気、水質（地下水を含む。）、土壌等への化学物質の拡

散状況の調査を速やかに実施する。なお、簡易測定器で測定可能な項目は簡易

測定器を使用する。 

   ③ 周辺住民及び関係機関への情報提供 
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６ 特定事業所における事故時の措置の届出等 

特定事業所については条例第７０条により、応急措置の実施、知事への通報及び応急

措置の内容等の届出が義務付けられています。事故に対する応急措置が講じられていな

いと認められる場合は、知事から措置を命ぜられることがあり、また、事故の再発を防

止するため必要があると認めるときは、必要な措置を講ずべきことを勧告されることが

あります。 

    通報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    届出 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）通報・届出対象事業所＝特定事業所 

 特定化学物質（化管法の第一種指定化学物質）を化管法の届出対象量以上に取り扱

っている事業所であって、事業所において常時使用する従業員数が２１人以上の事業

所が特定事業所です。 

 

通報後、速やかに事故時の応急措置及び再発防止ための措置等について、所管の

県事務所又は中核市へ届け出なければなりません。 

届出期限  ：事故後速やかに 

  届出先   ：所管の東三河総局・県民事務所又は中核市（豊橋市、岡崎市、

豊田市） 

  届出部数  ：１部 

 特定事業所で事故が発生した場合は直ちに排出防止等の応急措置を講じ、事故

の状況を所管の東三河総局・県事務所又は中核市に通報しなければなりません。 

  通報義務者 ：特定事業者（条例の特定化学物質取扱量届出の対象事業者で

あって、常時使用する従業員の数が２１人以上の特定事業所

を有する事業者） 

通報対象事故：特定化学物質を取り扱う施設について生じた破損、故障、誤

動作、操作ミス等による事故であって、特定化学物質が大気

中又は公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことによ

って、人の健康･生活環境に被害が生じ、又は生じるおそれ

がある場合 

通報の内容 ：事故の状況（事故発生箇所、特定化学物質名、事故発生日時、

事故の発生状況（周辺の被害状況、化学物質の排出状況等）、原

因など） 

通報の方法 ：電話、ＦＡＸなど 

通報時期  ：直ちに 

  通報先   ：所管の東三河総局・県民事務所又は中核市（豊橋市、岡崎市、

豊田市） 

まず、応急措置・通報 
化学物質に関する事故が発生し

てしまった場合は直ちに通報 
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（２）届出必要事項 

  次ページに参考様式を示しましたので、次の必要事項を記載して、作成してくださ

い。 

  ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

    事業所の名称及び住所ではなく、個人の場合は住民票の住所、法人の場合は商業

登記簿の名称、住所、代表者名を記載してください。 

  イ 特定事業所の名称及び所在地 

    事故を起こした特定事業所の名称と所在地を記載してください。 

 ウ 発生した事故により大気中若しくは公共用水域に排出され、又は地下に浸透した

特定化学物質の名称 

   化管法の第一種指定化学物質の名称又は別名を記載し、併せて号番号を記載して

ください。 

 エ 事故の発生日時 

   事故を発見した日時でなく、事故が発生した日時を記載してください。推定とな

る場合は「・・時頃」と記載してください。 

  オ 事故の通報の日時 

    届出先に通報した最初の日時を記載してください。 

  カ 事故の発生状況及びその原因の概要 

事故の発生箇所、排出等物質、排出等経路、総排出等量、河川等への排出等量、

被害状況、排出等量の算出方法、事故原因、その他参考事項を記載し、地図などの

参考資料を添付してください。 

キ 応急措置及び再発防止ための措置の概要 

応急措置の概要には講じた応急措置（排出防止措置及び回収措置等）の内容、時

期、それによる回収量、効果等を記載してください。再発防止の措置は、事故再

発防止の対策について、実施時期を明記して記載してください。 

（３）届出の時期 

事故が起きた場合は、事故の状況を直ちに通報し、その後、速やかに、届け出てく

ださい。 

 

   

条例に基づく事故発生時の応急措置、知事への通報・届出は特定事業者に義務

付けられたものですが、管理指針の事故予防及び事故発生時の措置（応急措置・

通報）は取扱量にかかわらず、化学物質を業として取り扱う全ての事業者の方

が留意することとして定められています。 
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（４）参考様式 

特定事業所の事故時の措置に関する届出書 

                         平成   年   月   日 

 

東 三 河 総 局 長     

殿 県 民 事 務 所 長 

市       長 

            

                   住  所 

               届出者 郵便番号 

                   氏  名              印 

 

                  （法人にあっては、名称及び代表者の氏名）  

                   電話番号 

 

県民の生活環境の保全等に関する条例第７０条第１項により、事故時の措置を、次のと

おり届け出ます。 

事

故

の

状

況 

事故が発

生した特

定事業所 

特定事業所

の名称 
 

特定事業所

の所在地 
 

発生した事故により大

気中若しくは公共用水

域に排出され、又は地

下に浸透した特定化学

物質の名称 

 

事故の発生日時 
  年  月  日 

     時  分 

事故の通

報の日時 

  年  月  日 

     時  分 

事故の発生状況及び 

その原因の概要 

 

講

じ

た

措

置

の

概

要 

応急措置 

 

再発防止措置 
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【Ｑ＆Ａ】  

 

取扱量の把握対象化学物質は？ 

Ｑ１：条例の特定化学物質等の取扱量の把握対象物質は、化管法の排出・移動量の対象物

質以外も含まれるのか。 

Ａ１：化管法に基づく排出・移動量の届出対象物質に関して、把握している取扱量を条例

に基づき届け出ていただくこととなりますので、当該対象物質以外は含まれません。 

 

特別要件施設の取扱いは？ 

Ｑ２：特別要件施設があるため、化管法の届出対象となっているが、条例の取扱量の届出

対象となるか。 

Ａ２：特別要件施設のみで化管法の届出対象となった事業者は、化管法に基づき取扱量を

把握していないことから、条例の取扱量の届出対象とはなりません。なお、事業所内で

使用する化学物質の年間取扱量が１トン（特定第一種指定化学物質の場合は０．５トン）

以上ある場合は届出対象となります。 

 

管理書の管理対象とする化学物質の範囲は？ 

Ｑ３：管理指針により管理対象とする化学物質は自主的に決定することとなっているが、

特定化学物質であっても取扱量が非常に少ない場合はどうか。 

Ａ３：少なくとも、条例の特定化学物質取扱量の届出が必要な化学物質は管理対象となり

ます。なお、取り扱う化学物質の性状、取扱量等から人の健康及び生活環境に影響を及

ぼすものと自主的に判断したものは、管理対象としてください。 

 

管理書は毎年提出か？ 

Ｑ４：管理書は毎年提出が必要か。 

Ａ４：一度提出し、その後変更がなければ提出の必要はありません。 

 

管理書はまとめて提出してもよいか？ 

Ｑ５：管理書は事業所ごとに作成し、届け出ることと規定されているが、化学物質管理を

全社的に統一して行っており、方針、削減目標も全社的に行っている場合は、各事業所

をまとめて１つの提出書で提出してもかまわないか。 

Ａ５：事業所ごとに提出していただくことになります。 

 

管理書の氏名等の変更の提出は？ 

Ｑ６：管理書の変更提出書は法人の住所、名称、代表者、事業所の名称及び所在地が変更

した場合も必要か。 

Ａ６：変更提出書は管理書の内容を変更したときに提出するものであり、氏名等の変更は

毎年度の特定化学物質取扱量届出書により把握できるため必要ありません。 
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ＩＳＯ１４００１の認証事業所の管理書は？ 

Ｑ７：ＩＳＯ１４００１の認証を受けていれば管理書の作成・提出は必要ないのか。 

Ａ７：管理指針に従った化学物質管理を行っており、管理書の代わりとなる化学物質管理

規定類等があれば改めて作成する必要はありません。提出書に化学物質管理規定類等の

化学物質管理内容のわかる書類の写し及び認定証の写しを添付してください。 

 

取扱量の情報開示は？ 

Ｑ８：特定化学物質取扱量の届出内容については全て、情報開示されるのか。 

Ａ８：取扱量の集計結果は公表します。個別の事業所データについては愛知県情報公開条

例に基づき情報開示請求することができますが、開示内容については個々に判断されま

す。 

 

管理書の情報開示は？ 

Ｑ９：管理書の作成（変更）提出書の内容は全て情報開示されるのか。 

Ａ９：愛知県情報公開条例に基づき情報開示請求することができますが、開示内容につい

ては個々に判断されます。なお、管理書は事業者自らが公開し、住民等とのリスクコミ

ュニケーションに積極的に活用されることが望まれるものです。 

 

少量取扱いの特定化学物質も事故通報・届出の対象か？ 

Ｑ10：条例では特定事業所における事故時の措置の届出は特定化学物質の事故について行

うことになっているが、化管法の届出が不要である取扱量が少量の特定化学物質につい

ても必要か。 

Ａ10：当該特定事業所から事故により特定化学物質が大気中若しくは公共用水域に排出さ

れ、又は地下に浸透したことにより、人の健康又は生活環境に係る被害を生じ又は生じ

るおそれがある場合は年間取扱量が少量のものであっても対象となります。 

 

天災による事故も対象か？ 

Ｑ11：条例や管理指針の「事故」には地震、台風などの天災による事故も含まれるのか。 

Ａ11：天災による事故も含まれます。 
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【参考資料】 

○ 県民の生活環境の保全等に関する条例の逐条解説（化学物質関係抜粋） 

 

第８節 化学物質の適正な管理 

 

（化学物質適正管理指針の策定等） 

第６７条 知事は、化学物質（元素及び化合物（それぞれ放射性物質を除く。）をい

う。以下同じ。）を業として取り扱う者が化学物質を適正に管理するために講ずべ

き措置に関する指針（以下「化学物質適正管理指針」という。）を定めるものとす

る。 

２ 第３８条第２項の規定は、化学物質適正管理指針を定め、又は変更した場合につい

て準用する。 

３ 化学物質を業として取り扱う者は、化学物質適正管理指針に留意して、化学物質の

製造、使用その他の取扱い等に係る管理を適正に行うよう努めなければならない。 

（趣旨） 

 化学物質には、有害性の程度に違いがあるものの、有害なおそれがあるものが多くあ

ることから、そのような化学物質による環境の保全上の支障を未然に防止する必要性が

ある。 

  このため、化学物質の製造、使用等の取扱いに当たって、有害性のある化学物質の環

境への排出を抑制する観点から、化学物質を取り扱う事業所において化学物質の適正な

管理を効果的に実施していくことができるよう、知事が化学物質適正管理指針を策定す

ることとしたものである。 

   本条は、化学物質を業として取り扱う事業者は、営む業種や規模にかかわらず、化学

物質の製造、使用等の取扱いに当たって、化学物質適正管理指針に従ってその適正な管

理に努める義務があることを規定したものである。 

（解説） 

（１）「化学物質を業として取り扱う者」とは、事業活動において、化学物質を製造、使

用等をする過程において、取り扱う事業者をいう。 

（２）「化学物質を適正に管理する」とは、有害性のある化学物質の環境へ排出を抑制す

るため、その化学物質の取扱施設の適正な保守管理及び排出抑制措置、より有害性の

小さい化学物質への転換、化学物質の排出を伴う事故の未然防止、事故により排出さ

れた有害な化学物質の排出拡大防止等をいう。 

（３）愛知県化学物質適正管理指針については、平成１５年８月２２日の愛知県公報に愛

知県告示第６６４号として登載し、同年１０月１日に施行した。 
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（特定化学物質の取扱量の把握等） 

第６８条 特定化学物質等（特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善

の促進に関する法律（平成１１年法律第８６号）第２条第５項第１号に規定する第

一種指定化学物質等をいう。以下同じ。）を業として取り扱う者で規則で定める事

業所（以下「特定化学物質等取扱事業所」という。）を有していることその他規則

で定める要件に該当するもの（以下「特定化学物質等取扱事業者」という。)は、そ

の事業活動に伴う特定化学物質（同条第２項に規定する第一種指定化学物質をい

う。以下同じ。）の取扱量を、規則で定めるところにより、特定化学物質及び特定

化学物質等取扱事業所ごとに把握しなければならない。 

２ 特定化学物質等取扱事業者は、規則で定めるところにより、特定化学物質及び特

定化学物質等取扱事業所ごとに、毎年度、前項の規定により把握される前年度の特

定化学物質の取扱量に関し規則で定める事項を知事に届け出なければならない。 

 

 規 則 

（特定化学物質の取扱量の把握等） 

第７７条  条例第６８条第１項の規則で定める事業所は、特定化学物質の環境への排

出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令（平成１２年政令第１３８

号）第３条各号に掲げる業種に属する事業を営むもので、同令第４条第１号イ又はロ

のいずれかに該当するものとする。 

２ 条例第６８条第１項の規則で定める要件は、常時使用する従業員の数が２１人以上

であることとする。 

３ 条例第６８条第１項に規定する特定化学物質の取扱量の把握は、化学物質適正管理

指針に従い行わなければならない。 

４ 条例第６８条第２項の規定による届出は、毎年度６月３０日までに、特定化学物質

取扱量届出書（様式第４６）によってしなければならない。 

５  条例第６８条第２項の規則で定める事項は、次のとおりとする。 

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

 二 特定化学物質等取扱事業所の名称及び所在地 

 三 特定化学物質等取扱事業所において常時使用される従業員の数 

 四 特定化学物質等取扱事業所において行われる事業が属する業種 

 五 条例第６８条第１項の規定により取扱量を把握した特定化学物質の名称ごとの

取扱量 

（趣旨） 

 化学物質の適正な管理を推進するに当たり、どのような化学物質をどれだけの量取り

扱っているかの情報は、管理の基本となる情報であり、事業者は取扱量のうちの一部又

は全部が環境に排出される可能性があることを認識して適正な管理をする必要がある。 

 また、県としても事業者が行う化学物質の適正な管理の促進を支援するため、取扱量

などの情報を活用し事業者に提供する必要がある。 

 このため、事業者が取扱量を把握し、それを届出することを規定するものである。 

 なお、この届出の趣旨は、取扱量に係る化学物質の種類や数量を制限するものではな

い。 
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（解説） 

（１）「特定化学物質等」とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善

の促進に関する法律（化管法）（平成１１年法律第８６号）第２条第５項第１号に規

定する第一種指定化学物質等で、具体的には、第一種指定化学物質及び第一種指定化

学物質を含有する製品を指し、製品とは、製品中に含まれる第一種指定化学物質の割

合や製品の形状等の要件を満たすものである。 

（２）「特定化学物質等取扱事業所」とは、規則で定める事業所としており、規則には、

対象業種を営むこと及び一定量以上の特定化学物質の取扱量があることを規定するこ

ととしている。 

（３）「特定化学物質等取扱事業者」とは、特定化学物質等取扱事業所を有し、規則で定

める要件に該当する事業者としており、規則には、常時使用する従業員の数が２１人

以上であるものを規定することとしている。 

（４）「特定化学物質及び特定化学物質等取扱事業所ごとに」とは、取扱量の把握は、そ

れぞれの特定化学物質等取扱事業所別に、それぞれの特定化学物質ごとに把握する

ことを意味する。 

（５）「毎年度、前項の規定により把握される前年度の特定化学物質の取扱量」とは、届

出の対象となるのは、前年度１年間の把握結果である。 

 

（特定化学物質等管理書の作成等） 

第６９条 特定化学物質等取扱事業所で規則で定めるもの（以下この節において「特

定事業所」という。）を有している特定化学物質等取扱事業者（以下この節におい

て「特定事業者」という。）は、特定事業所ごとに、化学物質適正管理指針に従

い、特定化学物質等を適正に管理するために講ずる措置を定め、当該措置を記載し

た書面（以下「特定化学物質等管理書」という。）を作成しなければならない。 

２ 特定事業者は、特定化学物質等管理書を作成し、又は変更したときは、規則で定

めるところにより、これを知事に提出しなければならない。 

  

 規 則 

（特定事業所等） 

第７８条 条例第６９条第１項の規則で定める特定化学物質等取扱事業所は、当該特定

化学物質等取扱事業所において常時使用する従業員の数が２１人以上であるものと

する。 

２ 条例第６９条第２項の規定による特定化学物質等管理書の提出は、特定化学物質等

管理書作成については特定化学物質等を取り扱う者が特定事業者に該当することと

なった日から起算して６月以内に、特定化学物質等管理書の変更については変更後速

やかに、特定化学物質等管理書作成（変更）提出書（様式第４７）によってしなけれ

ばならない。 

（趣旨） 

 化学物質の自主的な適正管理を効果的に行うには、化学物質の管理の体制、管理計画、

管理方法等についてあらかじめ検討し取りまとめ、事業所内の関係者がそれぞれの役割

を的確に実施していくことが必要であるため、個々の事業所の実情に応じ、それを書面



- 37 - 

として作成し、知事への提出を規定するものである。 

 なお、化学物質の新しい管理技術などはこれから開発し導入されていくものであるこ

とから、管理方法などを見直し、特定化学物質等管理書を変更した場合も提出すること

とした。 

 この制度により提出された情報については、化学物質の適正管理を促進するための情

報として活用していくこととしている。また、記載された内容は、自主的な適正管理で

あり、方法、導入技術等管理書の内容について強制し、又は制限するものではない。 

（解説） 

（１）「特定事業所」とは、特定化学物質等管理書の作成を義務付ける事業所で、特定化

学物質等取扱事業所のうちで規則で定めるものとし、規則では、常時使用する従業員

の数が２１人以上であるものを規定している。 

（２）「特定事業者」とは、特定化学物質等取扱事業者のうちで特定事業所を有する者で

ある。 

（３）「特定化学物質等管理書」とは、特定化学物質等を適正に管理するため、当該事業

所の実情に応じた措置として、化学物質適正管理指針に従いその内容を記載した書面

である。 

 

（特定事業所における事故時の措置） 

第７０条 特定事業者は、当該特定事業所において、その施設の破損その他の事故が

発生し、特定化学物質が当該特定事業所から大気中若しくは公共用水域に排出さ

れ、又は地下に浸透したことにより、人の健康又は生活環境に係る被害を生じ、又

は生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く特定化学物質の排出又は浸透の防

止のための応急の措置を講じ、かつ、その事故の状況を知事に通報するとともに、

速やかに、その講じた応急の措置の内容その他の規則で定める事項を知事に届け出

なければならない。 

２ 知事は、特定事業者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者

に対し、同項に規定する応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。 

３ 知事は、第１項に規定する事故が発生した場合において、事故の再発を防止する

ため必要があると認めるときは、当該特定事業者に対し、必要な措置を講ずべきこ

とを勧告することができる。 

 規 則 

（条例７０条第１項の規則で定める事項） 

第７９条 条例第７０条第１項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 二 特定事業所の名称及び所在地 

 三 発生した事故により大気中若しくは公共用水域に排出され、又は地下に浸透した

特定化学物質の名称 

 四 事故の発生日時 

 五 事故の通報の日時 

 六 事故の発生状況及びその原因の概要 

 七 応急措置及び再発防止ための措置の概要 
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（趣旨） 

 特定化学物質の適正管理の促進の観点から、平常時のほかに事故時についても、特定

化学物質の環境への排出を抑制する必要があり、また、特定化学物質の排出を伴う事故

の拡大や再発の防止のため、事業者による応急措置の実施、知事への通報及び措置報告

を規定したものである。 

 また、事故に伴い特定化学物質の排出がある場合には、迅速に排出防止措置を講じ、

排出拡大を防止する必要がある。そのため応急措置が講じられていないと認められる場

合は、知事が措置を命令することなどを規定したものである。 

 なお、再発防止の観点から必要な措置が講じられていないと認められる場合は、知事

は措置を勧告ができることとした。 

（解説） 

（１）「施設の破損その他の事故」とは、特定化学物質を取り扱う施設について生じた破

損、故障、誤動作、操作ミス等をいう。 

（２）「事故の状況」とは、事業所内及び当該事故に伴う周辺の被害状況や特定化学物質

の排出状況等をいう。 

（３）「応急措置の内容その他規則で定める事項」とは、事故に伴い発生している特定化

学物質の排出防止措置の概要、状況に応じて特定化学物質の回収措置の概要、当該事

故の再発防止措置の概要などである。 
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様式第４６（第７７条関係） 

                 特 定 化 学 物 質 取 扱 量 届 出 書 
年  月  日  

 

東三河総局長 

県民事務所長 

市    長 

殿 

 

 住 所  

届出者 郵便番号  
 氏 名   

印 

 （名称及び代表者の氏名) 
 

 県民の生活環境の保全等に関する条例第６８条第２項の規定により、特定化学

物質の取扱量について、次のとおり届け出ます。 

事 業 所 の 名 称  

前回の届出における事業所の名称  

事 業 所 の 所 在 地  

事業所において常時使用される従業員の数           人 

 事業所において行われる事業が属する業種名 産業分類番号 

主たる業種   

 

 

  

  

  

特定化学物質取扱量 別紙のとおり。 

※受付欄 

連絡先 所    属  

氏    名  

電 話 番 号  

ファクシミリ番号  

メールアドレス  
 

 
備考 １ 前回の届出における事業所の名称の欄は、変更された場合のみ記載すること。 

２ ※印の欄には、記載しないこと。 

３ 届出書及び別紙の用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

４ 氏名(法人にあっては、その代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人

（法人にあっては、その代表者）が署名することができる。 
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別紙 

※整理番号  

 

 

別紙番号  

 

 

   備考 １  別紙が２枚以上になる場合には、別紙番号の欄に通し番号を記入

すること。  
        ２ 番号の欄には、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理

の改善の促進に関する法律施行令（平成１２年政令第１３８号（以下、
「施行令」という。）別表第１に掲げる第１種指定化学物質の号順に

番号を割り振ること。  
３  号番号及び特定化学物質名称の欄には、施行令別表第１に掲げる

第一種指定化学物質の号番号及び名称（施行令別表第１に別名の記
載がある第一種指定化学物質にあっては、当該別名）を記載するこ
と。 

        ４ 取扱量の単位はキログラムとして、有効数字は２桁とする。  

５  ※印の欄には、記載しないこと。  

番  号 号番号 特定化学物質の名称 取扱量（単位 kg） 
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様式第４７（第７８条関係） 

  

       特定化学物質等管理書作成（変更）提出書 
年  月  日  

  

東三河総局長 

県民事務所長 

市    長 

殿 

 

 住 所  

提出者 郵便番号  
 氏 名   

印 

 （名称及び代表者の氏名) 

 県民の生活環境の保全等に関する条例第６９条第２項の規定により、特定化学

物質等管理書を作成（変更）したので、次のとおり提出します。 

事 業 所 の 名 称  

事 業 所 の 所 在 地  

事業所において常時使用される従業員の数         人 

 事業所において行われる事業が属する業種名 産業分類番号 

主たる業種   

 

 

 

  

  

  

特定化学物質等管理書 別添のとおり。 

変更の概要 
 

※受付欄 

連絡先 

所    属  

氏    名  

電 話 番 号  

ファクシミリ番号  

メールアドレス  
 

備考 １ 「変更の概要」の欄には、変更の報告の場合のみ記載することとし、その記載に当

たっては、変更した部分について、変更前及び変更後の内容の概要を対照させること。 

２ ※印の欄には、記載しないこと。 

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

４ 氏名（法人にあっては、その代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本

人（法人にあっては、その代表者）が署名することができる。 
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○ 愛知県化学物質適正管理指針の解説 

 

１ 目的 

  この指針は、県民の生活環境の保全等に関する条例（平成１５年愛知県条例第７

号。以下「条例」という。）第６７条第１項の規定に基づき、化学物質管理指針を定

め、もって化学物質を業として取り扱う者（以下「事業者」という。）による化学物

質の適正な管理に資することを目的とする。 

（解説） 

条例６７条に基づき化学物質を業として取り扱う事業者が、環境保全上の支障を未然

に防止するために、化学物質の適正な管理を行うための必要な方法、措置等について定

めたものである。 

指針の対象は化学物質を業として取り扱う者全てとしており、「化学物質を業として取

り扱う者」とは、事業活動において、化学物質を製造、使用等をする過程において、取

り扱う事業者をいう。また、「化学物質を適正に管理する」とは、有害性のある化学物

質の環境へ排出を抑制するため、その化学物質の取扱施設の適正な保守管理及び排出抑

制措置、より有害性の小さい化学物質への転換、化学物質の排出を伴う事故の未然防止、

事故により排出された有害な化学物質の排出拡大防止等をいう。 

 

２ 管理の方法 

  事業者は、化学物質の適正な管理を図るため、事業所ごとに次の事項について取り

組むものとし、本指針に基づき管理する化学物質は、取り扱う化学物質の性状、取扱

量等から、人の健康及び生活環境に影響を及ぼすものについて、事業者が自主的に決

定するものとする。 

（解説） 

事業者が、化学物質の適正な管理をするにあたり、事業所ごとに取り扱う化学物質の

種類、取扱量等が異なることから、事業所ごとに取り組むべきものである。 

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（以下「化

管法」という。）は第一種指定化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置並びに第

一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供に

関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進

し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的にしている。 

本指針も化管法における事業者の自主的な管理の改善を促進するという趣旨を踏まえ、

管理の対象とする化学物質は、化管法における第一種指定化学物質４６２物質をはじめ、

人の健康及び生活環境に影響を及ぼすものについて、取り扱う化学物質の性状、取扱量

等から判断し、事業者が自主的に定めることとしたものである。 

「生活環境」とは、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係に

ある動植物及びその生育環境を含むものをいう（条例第２条）。 

選定の参考として、化管法の第二種指定化学物質や化学物質の審査及び製造に関する

法律、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法などの他法令の対象化学物質等もあげられ

る。 
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（１）年間の取扱量、排出量及び移動量の把握 

   事業者は次の事項に配慮して、化学物質の取扱量、排出量及び移動量を把握す

る。 

  ア 年間取扱量 

    化学物質の年間取扱量は、次に掲げる年間製造量と年間使用量を合計した化

学物質の量とする。 

    なお、条例第６８条第１項に規定する特定化学物質の取扱量を算出する方法

は、年間取扱量の算出方法と同様とする。 

  （ア）年間製造量 

     化学反応、精製等で作り出された化学物質の量 

  （イ）年間使用量 

     原材料、資材等として用いた化学物質の量 

イ 年間排出量及び年間移動量 

    次の事項に配慮して、化学物質の年間排出量及び年間移動量を把握する。 

（ア）年間排出量 

ａ 大気中及び公共用水域へ排出した化学物質の量 

ｂ 当該事業場内の土壌へ排出した化学物質の量 

ｃ 当該事業所内に埋立処分した化学物質の量 

（イ）年間移動量 

     下水道により排出し、又は当該事業所外へ廃棄物として移動した化学物質

の量 

（解説） 

化学物質の環境中への排出を抑制し、漏えいを早期に発見するため、化学物質の収支

バランスの把握が有効であり、事業所における取扱量、排出量、移動量を把握することに

より、化学物質の収支バランス計算の基礎データ、化学物質適正管理の基礎資料等を得る

こととした。 

また、条例第６８条第１項に規定される特定化学物質の取扱量を把握する方法は、本

指針の年間取扱量の算出方法と同様であることをなお書きにより示した。 

取扱量、排出量及び移動量の算出については、化管法による算出方法に従っており、

管理対象とした化学物質について、取扱量、排出量及び移動量を年度（４月１日～３月

３１日分）ごとに集計し、把握する。 

 

年間取扱量＝年間製造量＋年間使用量 

年間製造量：化学反応、精製等で作り出された化学物質の量 

  年間使用量：原材料、資材等として用いた化学物質の量 

年間使用量＝年間購入量＋年度当初在庫量－年度末在庫量 

（貯蔵タンク等に搬入・搬出のみを行っている場合も含む。） 
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      年間排出量＝ａ＋ｂ＋ｃ 

ａ＝大気中及び公共用水域へ排出した化学物質の量 

ｂ＝当該事業場内の土壌へ排出した化学物質の量 

ｃ＝当該事業所内に埋立処分した化学物質の量 

年間移動量＝年間下水道への排出量＋年間廃棄物量 

 年間下水道への排出量：下水道に排出した化学物質の量 

 年間廃棄物量：事業所外へ廃棄物として移動した化学物質の量 

 

（２）情報の収集 

  事業者は、既存資料及び国、県等のデータベースを活用して化学物質に関する

次の事項について情報を収集する。 

ア 取り扱う化学物質の種類、爆発性、毒性等の性状、取扱上の注意事項、適用法

令等 

イ 排出抑制等に関する技術情報 

（解説） 

当該事業所で取り扱っている化学物質を調査して、その性質、注意事項等を明らかに

しておくことにより、当該化学物質に係る事故時はもとより、平常時においても適切な

対応が可能となる。また、化学物質は、様々な性質があり、複数の化学物質が混ざり合

うことで、思わぬ反応が起こることも考えられるので、絶えずデータを整理して、管理

の改善に資するようにしておく。 

化学物質の性状及び取扱上の注意事項、適用法令等の情報については、販売業者から

入手した安全データシート（ＳＤＳ）等により把握するが、この他、排出抑制のために

必要な技術情報、事故事例なども収集する。 

国、県等の化学物質に関するデータベースが整備されており、インターネットを利用

して各種情報を入手することが可能である。 

 

（３）管理方針及び管理計画 

事業者は、次の事項を定める。 

ア 管理方針 

化学物質の適正な管理を推進するための基本的な考え方を記載する。 

イ 管理計画 

管理方針に基づき具体的な目標、対策及び達成時期を記載する。 

（解説） 

化学物質の適正管理を図るための根本的な考えを管理方針として簡潔に、明確にする

ことにより、従業員全員の意識を共通にして、化学物質の適正管理について、一層の推

進を図るものである。また、管理計画として、具体的な削減目標、対策及び達成時期を

明らかにすることで、化学物質の削減に係る対策の効率化を図るものである。 
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（４）排出防止対策 

   事業者は、次に掲げる対策その他必要な措置を講ずるよう努める。 

ア 取扱施設の適正な保守管理 

（ア）施設の点検周期及び補修基準の設定 

（イ）（ア）の内容に応じ設備ごとに点検リストの作成 

（ウ）点検及び補修等についての記録簿の作成 

（エ）点検結果に基づく施設の修理及び改良 

イ 取扱施設からの排出抑制措置 

（ア）流出、飛散及び地下浸透防止措置 

（イ）敷地外への流出防止措置 

（ウ）廃棄物の排出抑制及び必要に応じた処理施設の設置 

（エ）取扱工程及び取扱施設の見直し並びに代替技術の導入 

（オ）回収及び再利用施設の設置 

ウ 代替化学物質への転換の検討 

（解説） 

事業者の化学物質の環境への排出防止対策として、取扱施設の保守点検や流出防止措

置を実施し、回収・再利用などにより使用合理化を進め、代替技術、代替物質への転換

計画を検討し、実施する。 

ア 取扱施設の適正な保守管理 

取扱施設の定期点検を実施し、施設の改良を実施することで、配管の腐食、機械の

運転不良等による化学物質の漏えい等を防止する。施設の耐用年数等から点検周期を

決定し、施設ごとに点検リスト表を作成する。この点検リスト表に従い、定期点検を

実施する。点検結果を記録簿に記入し、点検周期に応じた期間保存する。 

イ 取扱施設からの排出抑制措置 

 取扱施設及びその周辺を調査し、流出、飛散の可能性のある場所が発見された場合

は、速やかに防止措置を実施する。廃棄物の再利用、分別を行い、必要に応じ化学物

質の排出防止のための処理施設の設置や取扱工程の見直し等による化学物質の使用合

理化を実施する。 

 ウ 代替化学物質への転換の検討 

 環境リスクを低減するため、有害性の低い代替物質への転換の検討を行い、実施す

る。 
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（５）管理組織 

事業者は、次の事項により組織を整備し、教育及び訓練を行う。 

ア 管理責任者及び担当者の選任 

事業者は、次の役割を担当する者を選任し、各構成員の役割分担を定め、これ

を表示する。 

（ア）管理責任者 

化学物質の適正な管理を統括する管理責任者を事業所ごとに１名選任する。 

（イ）担当者 

事業所の部門ごとに化学物質の適正な管理を担う担当者を選任する。 

イ 管理責任者及び担当者の役割 

（ア）管理責任者の役割 

ａ 化学物質の管理方針及び管理計画の作成 

ｂ 管理組織に係る職務分担の決定 

ｃ 化学物質取扱マニュアルの作成  

ｄ 取扱工程及び取扱施設の見直しによる化学物質の排出抑制の検討 

ｅ 代替化学物質への転換の検討 

ｆ 化学物質に関する従業員への教育 

ｇ 化学物質の管理に係る会議の開催 

ｈ その他化学物質の管理のための必要事項 

（イ）各担当者の役割 

管理責任者が定めた職務分担に従い化学物質の適正な管理に努める。 

ウ 教育及び訓練 

化学物質を取り扱う従業員に対し、化学物質の適正な管理に関する次の事項に

ついての教育及び訓練を行う。 

（ア）本指針２（２）によって得た情報 

（イ）化学物質の適正な管理に関する知識、技能及び安全管理 

（ウ）化学物質の適正な取扱いに関する訓練 

（解説） 

化学物質の適正管理を行うためには、化学物質を取り扱っている工程の見直し、原材

料の見直し、施設の管理改善等を行うことが必要であり、事業所全体の管理組織を整備

し、教育・訓練を行う。なお、既存の環境管理組織がある場合は、本指針の趣旨を生か

したうえで、その組織を活用することができる。 

ア 管理責任者及び担当者の選任 

 事業所ごとに、化学物質の適正な管理を統括する管理責任者１名及び環境安全部

門、購買部門、製造部門などの部門ごとに担当者を選任する。 

イ 管理責任者及び担当者の役割 

    管理責任者及び担当者の役割を示したものである。化学物質取扱マニュアル作成

は管理責任者の役割の一つであるが、化学物質取扱マニュアルは収集した情報を基

に適正管理が実現できるよう、化学物質の管理に係る措置の内容を具体的に定める

ものであり、化学物質取扱マニュアルの例としては次の内容等を含むものである。 
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  ① 購入（化学物質の登録、購入量、在庫量の管理方法） 

  ② 貯蔵（貯蔵量の限度、貯蔵場所及び方法） 

  ③ 表示（貯蔵場所に注意事項等の表示） 

  ④ 取扱（取扱方法及び設備、取扱上の注意事項、取扱量の管理方法） 

  ⑤ 廃棄（廃棄物の保管及び処理方法） 

    また、担当者は自分の属する部門の意見を取りまとめ、提言、提案、検討及び会

議の議決事項を部門内に伝達するなどの役割を務め、管理責任者が定めた職務分担

に従い適正な管理に努める。 

ウ 教育及び訓練 

化学物質を取り扱う従業員に対し、化学物質に関する教育を実施し、化学物質取

扱施設における運転操作等の実施訓練を行うことで、適正な運転、操作ミスの防止

を図り、化学物質の環境への排出を抑制し、事故の発生を防止する。 

 

３ 事故の予防及び事故発生時の措置 

（１）事故予防対策 

   事業者は、次の化学物質に係る事故予防対策を実施する。 

  ア 取扱化学物質の危険性の周知 

    本指針２（２）アによって得た情報から安全対策を従業員に周知する。 

  イ 取扱施設の保守管理 

    本指針２（４）アの事項について定期的な保守管理を行う。 

  ウ 取扱施設の整備及び改良 

     取扱施設における化学物質の特性、危険性及び取扱量に応じて、想定できる事

故による環境影響を軽減するために整備改良等の対策を検討し、必要な対応策

を講ずる。 

  エ 連絡体制の整備 

    迅速かつ正確な連絡を行うため、事業所内及び消防、市町村、県事務所、周辺

住民等への連絡系統図を作成する。 

  オ 避難体制の整備 

    事業所内の避難場所、防災用資機材等の整備を行い、必要に応じ事業所周辺の

避難体制を整備する。 

  カ 応急措置体制の整備 

    事業所内で発生する様々な事故を想定した応急措置及び拡大防止措置につい

て整備する。 

  キ 事故対応マニュアルの作成 

     アからカまでに掲げる内容を組み入れた事故対応マニュアルを作成し、事故に

即応できるように備える。 

  ク 訓練の実施 

    事故発生時の対応を円滑にするため、事故対応マニュアルにより訓練を定期的

かつ計画的に実施する。 
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（解説） 

事故による環境影響を軽減するために、事故予防が重要であり、また、事故発生時の

適切な措置により被害を最小限にとどめることが可能である。 

次の事項を含めた事故対応マニュアルを作成し、事故に即応できるように備える。事

故発生時の対応を円滑にするため、事故対応マニュアルにより訓練を定期的かつ計画的に

実施する。ア～ウについては日頃の適正管理に関する部分であり、適正管理指針２（４）

排出防止対策の一部でもある。 

  ア 取扱化学物質の危険性及び周知 

調査により得た化学物質情報から、取り扱っている化学物質の安全対策について、

管理組織等を通じ従業員に周知する。 

  イ 取扱施設の保守管理の方法 

 適切な保守点検は、化学物質の排出防止及び事故対策に役立つ観点から、取扱施

設の定期的な保守管理を行う。 

  ウ 取扱施設の整備及び改良 

 取扱施設における化学物質の特性、危険性及び取扱量に応じて、想定できる事故

による環境影響を軽減するために整備改良等の対策を検討し、必要な対応策を講じ

る。貯蔵タンクの溶接部分、板厚、配管のジョイント部分の点検等による整備改良

などの日頃の適正管理が基本となるものである。 

  エ 連絡体制の整備のため、連絡系統図を作成する。周辺住民への連絡には関係地区

の自治会組織などを活用する。 

  オ 想定する事故に備え、事業所内に避難場所を確保し、避難、防護などに必要な防

災用資機材等（例えば、オイルフェンス、オイルマット、泡消火剤、ガス検知器、

呼吸保護用具、放水銃、被災者運搬用の担架など）を整備する。必要な場合は事業

所外への避難経路等の事業所周辺の避難体制も整備する。 

  カ 化学物質取扱施設ごとに想定した事故に即応できるよう検討し、有効な応急措置

及び拡大防止措置を整備する。応急措置の例としてはバルブ遮断、施設の運転停止、

土のうの積み上げ、排水溝の閉鎖等が考えられる。 
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（２）事故発生時の措置 

   事業者は、化学物質に係る事故発生時に、次の応急措置を状況に応じ適切に行う。 

  ア 被災状況の確認及び人命の救助 

    事故現場を所管する責任者は、事故現場及びその周辺の被災状況を確認し、被

災者がある場合は、人命救助を優先して、速やかな措置を行う。 

  イ 事故発生時の応急措置及び通報 

 本指針３（1）キで作成した事故対応マニュアルに従い応急措置及び通報を迅

速かつ的確に行う。 

  ウ 周辺住民への連絡 

 人の健康又は生活環境への被害を生じ、又は生ずるおそれのある場合は、直ち

に周辺住民へ連絡する。 

  エ 流出防止等の措置 

 化学物質が環境中に流出し、影響を及ぼすおそれのあるときは、次の対応措置

をとる。 

（ア）環境への拡大防止、化学物質の除去等の軽減措置 

（イ）環境調査 

（ウ）周辺住民及び関係機関への情報提供 

（解説） 

事故発生時は、作成した事故対応マニュアルに従い応急措置及び関係機関等への通報

を迅速かつ的確に行い、事故による被害を最小限にとどめる。 

  ア 被災状況の確認及び人命の救助 

    事故現場を所管する責任者は、事故現場及びその周辺の被災状況を確認し、被災

者がある場合は、人命救助を優先して、速やかな措置を行う。従業員数の確認等の

作業は、事故現場を所管する責任者の役割である。 

  イ 事故発生時の応急措置及び通報 

 事故対応マニュアルに従い遅れることなく応急措置を実施し、事業所内及び関係

機関等への通報を迅速かつ的確に行う。 

  ウ 周辺住民への連絡 

 人の健康又は生活環境への被害を生じ、又は生ずるおそれのある場合は、直ちに

周辺住民へ連絡する。周辺住民への連絡には関係地区の自治会組織などを活用する。 

  エ 流出防止等の措置 

 化学物質が環境中に流出し、影響を及ぼすおそれのあるときは、次の対応措置を

とる。 

   （ア）環境への拡大防止、化学物質の除去等の軽減措置 

 事故対応マニュアルに従い、実施可能な限り、拡大防止の措置をとり、流出物

等による被害を最小限とするよう回収・除去作業を迅速に実施する。 

  （イ）環境調査 

     化学物質の環境中への流出が確認された場合で、環境への影響のおそれがある

と判断されたときは、状況に応じ周辺地域における大気、水域（地下水を含む。）、

土壌等への化学物質の拡散状況の調査を速やかに実施する。なお、簡易測定器な
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ども採用して迅速に調査を実施する必要があり、取り扱う化学物質に対応できる

測定機器の整備、測定方法の訓練が重要となる。 

  （ウ）周辺住民及び関係機関への情報提供 

事故の詳しい状況等を周辺住民及び関係機関へ情報提供する。 

 

４ 化学物質の管理及び排出状況に関する県民への情報提供 

 事業者は、化学物質の管理の方法、排出の状況等について、県民の理解を得るため

に次の事項を必要に応じて行う。 

（１）組織の整備 

県民に対し化学物質の管理活動に関して、必要な情報を提供する組織を整備す

る。 

（２）情報の提供 

化学物質の排出状況、事業活動内容、事業所内における化学物質の管理状況等に

関し、ホームページへの掲載、説明会の実施等により情報を提供する。 

（解説） 

事業者は、地域住民との情報の共有、意見交換、相互理解を促進（リスクコミュニケ

ーション）するため、自ら、化学物質の管理方法、排出状況等についての情報を県民に

提供することとし、このための体制の整備、県民への情報の提供方法について、具体的

に例示したものである。 

 

５ ＩＳＯ１４００１による環境管理システムとの関係 

 事業者が、既に本指針２から４までに定める措置をＩＳＯ１４００１による環境

管理システムなどにおいて実施している場合にあっては、その措置を本指針に基づ

く措置とすることができる。 

（解説） 

ＩＳＯ１４００１による環境管理システムは、事業所の環境に関する管理を自主的に

行うものである。ＩＳＯ１４００１規格の要求事項に基づき環境方針及び計画を作成し、

実施及び運用、点検及び是正措置、見直しをして、継続的な改善を行うものである。こ

れは本指針の目的にある化学物質の自主管理に関する考え方と同様であることから、本

指針の２管理の方法、３化学物質による事故の予防及び事故発生時の措置、４化学物質

の管理及び排出状況に関する県民への情報提供について、ＩＳＯ１４００１により実施

している場合は、本指針の措置とすることができることとしたものである。 
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 ６ 特定化学物質等管理書の作成 

特定事業者（条例第６８条第１項に規定する特定化学物質等取扱事業所のうち、当

該事業所において常時使用する従業員の数が２１人以上である事業所を有する事業

者をいう。）が作成する特定化学物質等管理書は、本指針に定められた事項を参考に次

の（１）から（５）について作成するものとし、対象とする化学物質は、本指針２に従

い取り扱う化学物質の性状、取扱量等から、人の健康及び生活環境に影響を及ぼすも

のについて、定めるものとする。 

（１）管理方針及び管理計画 

（２）化学物質の名称 

（３）取扱施設における管理方法 

（４）管理組織 

（５）事故の予防及び事故発生時の措置 

（解説） 

条例６９条の規定による管理書の作成内容を規定したものであり、特定化学物質等管

理書には次の事項を記載する。 

なお、特定事業者は作成した管理書をもとに自主的に化学物質の適正管理を推進する

とともに、積極的に管理書を公開し、周辺住民への説明や対話（リスクコミュニケーシ

ョン）に活用することが望まれる。 

（１）管理方針及び管理計画 

   管理指針２（３）管理方針及び管理計画の内容を記載する。 

（２）化学物質の名称 

   管理の対象とする化学物質の名称。対象とする化学物質は取り扱う化学物質の性状、

取扱量等から、人の健康及び生活環境に影響を及ぼすものについて、自主的に選択す

る。 

（３）取扱施設における管理方法 

 管理指針２（４）排出防止対策の次の事項について記載する。 

ア 取扱施設の適正な保守管理 

イ 取扱施設からの排出抑制措置 

ウ 代替化学物質への転換の検討 

（４）管理組織 

   管理指針２（５）管理組織の内容を記載する。 

（５）事故の予防及び事故発生時の措置 

   管理指針３事故の予防及び事故発生時の措置の内容を記載する。 
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○ 対象化学物質一覧 
 条例対象となる特定化学物質は、化管法の第一種指定化学物質と同じです。 

 届出書等へは別名を記入してください。 

 最左欄の○印は、特定第一種指定化学物質を示します。 

 
  

号番号 物　質　名　称
1 亜鉛の水溶性化合物
2 アクリルアミド
3 アクリル酸エチル
4 アクリル酸及びその水溶性塩
5 アクリル酸２－（ジメチルアミノ）エチル
6 アクリル酸２－ヒドロキシエチル
7 アクリル酸ノルマル－ブチル
8 アクリル酸メチル
9 アクリロニトリル
10 アクロレイン
11 アジ化ナトリウム
12 アセトアルデヒド
13 アセトニトリル
14 アセトンシアノヒドリン
15 アセナフテン
16 ２，２’－アゾビスイソブチロニトリル
17 オルト－アニシジン
18 アニリン
19 １－アミノ－９，１０－アントラキノン
20 ２－アミノエタノール

21
５－アミノ－４－クロロ－２－フェニルピリダジン－３
（２Ｈ）－オン（別名クロリダゾン）

22

５－アミノ－１－［２，６－ジクロロ－４－（トリフルオロ
メチル）フェニル］－３－シアノ－４－［（トリフルオロメ
チル）スルフィニル］ピラゾール（別名フィプロニル）

23 パラ－アミノフェノール
24 メタ－アミノフェノール

25

４－アミノ－６－ターシャリ－ブチル－３－メチルチオ
－１，２，４－トリアジン－５（４Ｈ）－オン（別名メトリブ
ジン）

26 ３－アミノ－１－プロペン

27
４－アミノ－３－メチル－６－フェニル－１，２，４－ト
リアジン－５（４Ｈ）－オン（別名メタミトロン）

28 アリルアルコール
29 １－アリルオキシ－２，３－エポキシプロパン

30

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アル
キル基の炭素数が１０から１４までのもの及びその混
合物に限る。）

31 アンチモン及びその化合物
32 アントラセン

○ 33 石綿

34
３－イソシアナトメチル－３，５，５－トリメチルシクロ
ヘキシル＝イソシアネート

35 イソブチルアルデヒド
36 イソプレン

37
４，４’－イソプロピリデンジフェノール（別名ビスフェ
ノールＡ）

38
２，２’－｛イソプロピリデンビス［（２，６－ジブロモ－
４，１－フェニレン）オキシ］｝ジエタノール

39

Ｎ－イソプロピルアミノホスホン酸Ｏ－エチル－Ｏ－
（３－メチル－４－メチルチオフェニル）（別名フェナミ
ホス）

40
イソプロピル＝２－（４－メトキシビフェニル－３－イ
ル）ヒドラジノホルマート（別名ビフェナゼート）

41
３’－イソプロポキシ－２－トリフルオロメチルベンズ
アニリド（別名フルトラニル）

42 ２－イミダゾリジンチオン

43
１，１’－［イミノジ（オクタメチレン）］ジグアニジン（別
名イミノクタジン）

44 インジウム及びその化合物
45 エタンチオール

46

エチル＝２－［４－（６－クロロ－２－キノキサリニル
オキシ）フェノキシ］プロピオナート（別名キザロホップ
エチル）

号番号 物　質　名　称

47

Ｏ－エチル＝Ｏ－（６－ニトロ－メタ－トリル）＝セカ
ンダリ－ブチルホスホルアミドチオアート（別名ブタミ
ホス）

48
Ｏ－エチル＝Ｏ－４－ニトロフェニル＝フェニルホスホ
ノチオアート（別名ＥＰＮ）

49
Ｎ－（１－エチルプロピル）－２，６－ジニトロ－３，４
－キシリジン（別名ペンディメタリン）

50
Ｓ－エチル＝ヘキサヒドロ－１Ｈ－アゼピン－１－カ
ルボチオアート（別名モリネート）

51 ２－エチルヘキサン酸

52

エチル＝（Ｚ）－３－（Ｎ－ベンジル－Ｎ－｛［メチル（１
－メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル）アミ
ノ］チオ｝アミノ）プロピオナート（別名アラニカルブ）

53 エチルベンゼン

54

Ｏ－エチル＝Ｓ－１－メチルプロピル＝（２－オキソ
－３－チアゾリジニル）ホスホノチオアート（別名ホス
チアゼート）

55 エチレンイミン
○ 56 エチレンオキシド

57 エチレングリコールモノエチルエーテル
58 エチレングリコールモノメチルエーテル
59 エチレンジアミン
60 エチレンジアミン四酢酸

61
Ｎ，Ｎ’－エチレンビス（ジチオカルバミン酸）マンガン
（別名マンネブ）

62

Ｎ，Ｎ’－エチレンビス（ジチオカルバミン酸）マンガン
とＮ，Ｎ’－エチレンビス（ジチオカルバミン酸）亜鉛の
錯化合物（別名マンコゼブ又はマンゼブ）

63
１，１’－エチレン－２，２’－ビピリジニウム＝ジブロミ
ド（別名ジクアトジブロミド又はジクワット）

64

２－（４－エトキシフェニル）－２－メチルプロピル＝３
－フェノキシベンジルエーテル（別名エトフェンプロッ
クス）

65 エピクロロヒドリン
66 １，２－エポキシブタン
67 ２，３－エポキシ－１－プロパノール
68 １，２－エポキシプロパン（別名酸化プロピレン）
69 ２，３－エポキシプロピル＝フェニルエーテル

70
エマメクチン安息香酸塩（別名エマメクチンＢ１ａ安息
香酸塩及びエマメクチンＢ１ｂ安息香酸塩の混合物）

71 塩化第二鉄

72
塩化パラフィン（炭素数が１０から１３までのもの及び
その混合物に限る。）

73 １－オクタノール
74 パラ－オクチルフェノール

○ 75 カドミウム及びその化合物
76 イプシロン－カプロラクタム
77 カルシウムシアナミド
78 ２，４－キシレノール
79 ２，６－キシレノール
80 キシレン
81 キノリン
82 銀及びその水溶性化合物
83 クメン
84 グリオキサール
85 グルタルアルデヒド
86 クレゾール
87 クロム及び三価クロム化合物

○ 88 六価クロム化合物
89 クロロアニリン

90
２－クロロ－４－エチルアミノ－６－イソプロピルアミ
ノ－１，３，５－トリアジン（別名アトラジン）

91

２－（４－クロロ－６－エチルアミノ－１，３，５－トリア
ジン－２－イル）アミノ－２－メチルプロピオノニトリル
（別名シアナジン）
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号番号 物　質　名　称

92

４－クロロ－３－エチル－１－メチル－Ｎ－［４－（パ
ラトリルオキシ）ベンジル］ピラゾール－５－カルボキ
サミド（別名トルフェンピラド）

93

２－クロロ－２’－エチル－Ｎ－（２－メトキシ－１－メ
チルエチル）－６’－メチルアセトアニリド（別名メトラ
クロール）

○ 94 クロロエチレン（別名塩化ビニル）

95

３－クロロ－Ｎ－（３－クロロ－５－トリフルオロメチ
ル－２－ピリジル）－アルファ，アルファ，アルファ－ト
リフルオロ－２，６－ジニトロ－パラ－トルイジン（別
名フルアジナム）

96

１－（｛２－［２－クロロ－４－（４－クロロフェノキシ）
フェニル］－４－メチル－１，３－ジオキソラン－２－イ
ル｝メチル）－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール（別名ジ
フェノコナゾール）

97 １－クロロ－２－（クロロメチル）ベンゼン
98 クロロ酢酸
99 クロロ酢酸エチル

100
２－クロロ－２’，６’－ジエチル－Ｎ－（２－プロポキ
シエチル）アセトアニリド（別名プレチラクロール）

101
２－クロロ－２’，６’－ジエチル－Ｎ－（メトキシメチ
ル）アセトアニリド（別名アラクロール）

102 １－クロロ－２，４－ジニトロベンゼン

103
１－クロロ－１，１－ジフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ－
１４２ｂ）

104 クロロジフルオロメタン（別名ＨＣＦＣ－２２）

105
２－クロロ－１，１，１，２－テトラフルオロエタン（別名
ＨＣＦＣ－１２４）

106 クロロトリフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ－１３３）
107 クロロトリフルオロメタン（別名ＣＦＣ－１３）

108
（ＲＳ）－２－（４－クロロ－オルト－トリルオキシ）プロ
ピオン酸（別名メコプロップ）

109 オルト－クロロトルエン
110 パラ－クロロトルエン
111 ２－クロロ－４－ニトロアニリン
112 ２－クロロニトロベンゼン

113
２－クロロ－４，６－ビス（エチルアミノ）－１，３，５－
トリアジン（別名シマジン又はＣＡＴ）

114

（ＲＳ）－２－［２－（３－クロロフェニル）－２，３－エポ
キシプロピル］－２－エチルインダン－１，３－ジオン
（別名インダノファン）

115

４－（２－クロロフェニル）－Ｎ－シクロヘキシル－Ｎ
－エチル－４，５－ジヒドロ－５－オキソ－１Ｈ－テト
ラゾール－１－カルボキサミド（別名フェントラザミド）

116

（４ＲＳ，５ＲＳ）－５－（４－クロロフェニル）－Ｎ－シク
ロヘキシル－４－メチル－２－オキソ－１，３－チアゾ
リジン－３－カルボキサミド（別名ヘキシチアゾクス）

117

（ＲＳ）－１－パラ－クロロフェニル－４，４－ジメチル
－３－（１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イルメチ
ル）ペンタン－３－オール（別名テブコナゾール）

118

２－（４－クロロフェニル）－２－（１Ｈ－１，２，４－トリ
アゾール－１－イルメチル）ヘキサンニトリル（別名ミ
クロブタニル）

119

（ＲＳ）－４－（４－クロロフェニル）－２－フェニル－２
－（１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イルメチル）ブ
チロニトリル（別名フェンブコナゾール）

120 オルト－クロロフェノール
121 パラ－クロロフェノール
122 ２－クロロプロピオン酸
123 ３－クロロプロペン（別名塩化アリル）

124
１－（２－クロロベンジル）－３－（１－メチル－１－
フェニルエチル）ウレア（別名クミルロン）

125 クロロベンゼン
126 クロロペンタフルオロエタン（別名ＣＦＣ－１１５）
127 クロロホルム
128 クロロメタン（別名塩化メチル）
129 ４－クロロ－３－メチルフェノール

130
（４－クロロ－２－メチルフェノキシ）酢酸（別名ＭＣＰ
又はＭＣＰＡ）

131 ３－クロロ－２－メチル－１－プロペン
132 コバルト及びその化合物

号番号 物　質　名　称

133
酢酸２－エトキシエチル（別名エチレングリコールモノ
エチルエーテルアセテート）

134 酢酸ビニル

135
酢酸２－メトキシエチル（別名エチレングリコールモノ
メチルエーテルアセテート）

136 サリチルアルデヒド
137 シアナミド

138

（ＲＳ）－２－シアノ－Ｎ－［（Ｒ）－１－（２，４－ジクロ
ロフェニル）エチル］－３，３－ジメチルブチラミド（別名
ジクロシメット）

139

（Ｓ）－アルファ－シアノ－３－フェノキシベンジル＝
（１Ｒ，３Ｓ）－２，２－ジメチル－３－（１，２，２，２－テ
トラブロモエチル）シクロプロパンカルボキシラート（別
名トラロメトリン）

140

（ＲＳ）－アルファ－シアノ－３－フェノキシベンジル＝
２，２，３，３－テトラメチルシクロプロパンカルボキシ
ラート（別名フェンプロパトリン）

141
トランス－１－（２－シアノ－２－メトキシイミノアセチ
ル）－３－エチルウレア（別名シモキサニル）

142 ２，４－ジアミノアニソール
143 ４，４’－ジアミノジフェニルエーテル
144 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）
145 ２－（ジエチルアミノ）エタノール

146

Ｏ－２－ジエチルアミノ－６－メチルピリミジン－４－
イル＝Ｏ，Ｏ－ジメチル＝ホスホロチオアート（別名ピ
リミホスメチル）

147
Ｎ，Ｎ－ジエチルチオカルバミン酸Ｓ－４－クロロベン
ジル（別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ）

148

Ｎ，Ｎ－ジエチル－３－（２，４，６－トリメチルフェニル
スルホニル）－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－カ
ルボキサミド（別名カフェンストロール）

149 四塩化炭素
150 １，４－ジオキサン
151 １，３－ジオキソラン

152
１，３－ジカルバモイルチオ－２－（Ｎ，Ｎ－ジメチル
アミノ）－プロパン（別名カルタップ）

153

シクロヘキサ－１－エン－１，２－ジカルボキシイミド
メチル＝（１ＲＳ）－シス－トランス－２，２－ジメチル
－３－（２－メチルプロパ－１－エニル）シクロプロパ
ンカルボキシラート（別名テトラメトリン）

154 シクロヘキシルアミン
155 Ｎ－（シクロヘキシルチオ）フタルイミド
156 ジクロロアニリン
157 １，２－ジクロロエタン
158 １，１－ジクロロエチレン（別名塩化ビニリデン）
159 シス－１，２－ジクロロエチレン
160 ３，３’－ジクロロ－４，４’－ジアミノジフェニルメタン
161 ジクロロジフルオロメタン（別名ＣＦＣ－１２）

162
３，５－ジクロロ－Ｎ－（１，１－ジメチル－２－プロピ
ニル）ベンズアミド（別名プロピザミド）

163 ジクロロテトラフルオロエタン（別名ＣＦＣ－１１４）

164
２，２－ジクロロ－１，１，１－トリフルオロエタン（別名
ＨＣＦＣ－１２３）

165 ２，４－ジクロロトルエン
166 １，２－ジクロロ－４－ニトロベンゼン
167 １，４－ジクロロ－２－ニトロベンゼン

168

３－（３，５－ジクロロフェニル）－Ｎ－イソプロピル－
２，４－ジオキソイミダゾリジン－１－カルボキサミド
（別名イプロジオン）

169
３－（３，４－ジクロロフェニル）－１，１－ジメチル尿
素（別名ジウロン又はＤＣＭＵ）

170

（ＲＳ）－２－（２，４－ジクロロフェニル）－３－（１Ｈ－
１，２，４－トリアゾール－１－イル）プロピル＝１，１，
２，２－テトラフルオロエチル＝エーテル（別名テトラコ
ナゾール）

171

（２ＲＳ，４ＲＳ）－１－［２－（２，４－ジクロロフェニル）
－４－プロピル－１，３－ジオキソラン－２－イルメチ
ル］－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール及び（２ＲＳ，４Ｓ
Ｒ）－１－［２－（２，４－ジクロロフェニル）－４－プロ
ピル－１，３－ジオキソラン－２－イルメチル］－１Ｈ
－１，２，４－トリアゾールの混合物（別名プロピコナ
ゾール）
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172

３－［１－（３，５－ジクロロフェニル）－１－メチルエチ
ル］－３，４－ジヒドロ－６－メチル－５－フェニル－２
Ｈ－１，３－オキサジン－４－オン（別名オキサジクロ
メホン）

173

（ＲＳ）－３－（３，５－ジクロロフェニル）－５－メチル
－５－ビニル－１，３－オキサゾリジン－２，４－ジオ
ン（別名ビンクロゾリン）

174
３－（３，４－ジクロロフェニル）－１－メトキシ－１－メ
チル尿素（別名リニュロン）

175
２，４－ジクロロフェノキシ酢酸（別名２，４－Ｄ又は
２，４－ＰＡ）

176
１，１－ジクロロ－１－フルオロエタン（別名ＨＣＦＣ－
１４１ｂ）

177 ジクロロフルオロメタン（別名ＨＣＦＣ－２１）
178 １，２－ジクロロプロパン
179 １，３－ジクロロプロペン（別名Ｄ－Ｄ）
180 ３，３’－ジクロロベンジジン
181 ジクロロベンゼン

182

２－［４－（２，４－ジクロロベンゾイル）－１，３－ジメ
チル－５－ピラゾリルオキシ］アセトフェノン（別名ピラ
ゾキシフェン）

183

４－（２，４－ジクロロベンゾイル）－１，３－ジメチル
－５－ピラゾリル＝４－トルエンスルホナート（別名ピ
ラゾレート）

184
２，６－ジクロロベンゾニトリル（別名ジクロベニル又
はＤＢＮ）

185
ジクロロペンタフルオロプロパン（別名ＨＣＦＣ－２２
５）

186 ジクロロメタン（別名塩化メチレン）

187
２，３－ジシアノ－１，４－ジチアアントラキノン（別名
ジチアノン）

188 Ｎ，Ｎ－ジシクロヘキシルアミン

189
Ｎ，Ｎ－ジシクロヘキシル－２－ベンゾチアゾールス
ルフェンアミド

190 ジシクロペンタジエン

191
１，３－ジチオラン－２－イリデンマロン酸ジイソプロ
ピル（別名イソプロチオラン）

192
ジチオりん酸Ｏ－エチル－Ｓ，Ｓ－ジフェニル（別名エ
ディフェンホス又はＥＤＤＰ）

193
ジチオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｓ－（２－エチルチオ
エチル）（別名エチルチオメトン又はジスルホトン）

194

ジチオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｓ－［（６－クロロ－
２，３－ジヒドロ－２－オキソベンゾオキサゾリニル）メ
チル］（別名ホサロン）

195
ジチオりん酸Ｏ－２，４－ジクロロフェニル－Ｏ－エチ
ル－Ｓ－プロピル（別名プロチオホス）

196

ジチオりん酸Ｓ－（２，３－ジヒドロ－５－メトキシ－２
－オキソ－１，３，４－チアジアゾール－３－イル）メチ
ル－Ｏ，Ｏ－ジメチル（別名メチダチオン又はＤＭＴ
Ｐ）

197

ジチオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｓ－１，２－ビス（エト
キシカルボニル）エチル（別名マラソン又はマラチオ
ン）

198
ジチオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｓ－［（Ｎ－メチルカ
ルバモイル）メチル］（別名ジメトエート）

199

ジナトリウム＝２，２’－ビニレンビス［５－（４－モル
ホリノ－６－アニリノ－１，３，５－トリアジン－２－イ
ルアミノ）ベンゼンスルホナート］（別名ＣＩフルオレス
セント２６０）

200 ジニトロトルエン
201 ２，４－ジニトロフェノール
202 ジビニルベンゼン
203 ジフェニルアミン
204 ジフェニルエーテル
205 １，３－ジフェニルグアニジン

206

Ｎ－ジブチルアミノチオ－Ｎ－メチルカルバミン酸２，
３－ジヒドロ－２，２－ジメチル－７－ベンゾ［ｂ］フラニ
ル（別名カルボスルファン）

207 ２，６－ジ－ターシャリ－ブチル－４－クレゾール
208 ２，４－ジ－ターシャリ－ブチルフェノール
209 ジブロモクロロメタン
210 ２，２－ジブロモ－２－シアノアセトアミド

号番号 物　質　名　称
211 ジブロモテトラフルオロエタン（別名ハロン－２４０２）

212
（ＲＳ）－Ｏ，Ｓ－ジメチル＝アセチルホスホルアミドチ
オアート（別名アセフェート）

213 Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド
214 ２，４－ジメチルアニリン
215 ２，６－ジメチルアニリン
216 Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン

217
５－ジメチルアミノ－１，２，３－トリチアン（別名チオ
シクラム）

218 ジメチルアミン
219 ジメチルジスルフィド
220 ジメチルジチオカルバミン酸の水溶性塩

221

２，２－ジメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン
－７－イル＝Ｎ－［Ｎ－（２－エトキシカルボニルエチ
ル）－Ｎ－イソプロピルスルフェナモイル］－Ｎ－メチ
ルカルバマート（別名ベンフラカルブ）

222
Ｎ，Ｎ－ジメチルチオカルバミン酸Ｓ－４－フェノキシ
ブチル（別名フェノチオカルブ）

223 Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン
224 Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド

225
ジメチル＝２，２，２－トリクロロ－１－ヒドロキシエチ
ルホスホナート（別名トリクロルホン又はＤＥＰ）

226 １，１－ジメチルヒドラジン

227
１，１’－ジメチル－４，４’－ビピリジニウム＝ジクロ
リド（別名パラコート又はパラコートジクロリド）

228
３，３’－ジメチルビフェニル－４，４’－ジイル＝ジイソ
シアネート

229
ジメチル＝４，４’－（オルト－フェニレン）ビス（３－チ
オアロファナート）（別名チオファネートメチル）

230
Ｎ－（１，３－ジメチルブチル）－Ｎ’－フェニル－パラ
－フェニレンジアミン

231 ３，３’－ジメチルベンジジン（別名オルト－トリジン）
232 Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド

233
２－［（ジメトキシホスフィノチオイル）チオ］－２－フェ
ニル酢酸エチル（別名フェントエート又はＰＡＰ）

234 臭素
235 臭素酸の水溶性塩

236
３，５－ジヨード－４－オクタノイルオキシベンゾニトリ
ル（別名アイオキシニル）

237 水銀及びその化合物
238 水素化テルフェニル
239 有機スズ化合物
240 スチレン

241
２－スルホヘキサデカン酸－１－メチルエステルナト
リウム塩

242 セレン及びその化合物
○ 243 ダイオキシン類

244
２－チオキソ－３，５－ジメチルテトラヒドロ－２Ｈ－
１，３，５－チアジアジン（別名ダゾメット）

245 チオ尿素
246 チオフェノール

247
チオりん酸Ｏ－１－（４－クロロフェニル）－４－ピラゾ
リル－Ｏ－エチル－Ｓ－プロピル（別名ピラクロホス）

248
チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｏ－（２－イソプロピル
－６－メチル－４－ピリミジニル）（別名ダイアジノン）

249
チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｏ－（３，５，６－トリク
ロロ－２－ピリジル）（別名クロルピリホス）

250
チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｏ－（５－フェニル－３
－イソオキサゾリル）（別名イソキサチオン）

251
チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｏ－（３－メチル－４－
ニトロフェニル）（別名フェニトロチオン又はＭＥＰ）

252
チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｏ－（３－メチル－４－
メチルチオフェニル）（別名フェンチオン又はＭＰＰ）

253
チオりん酸Ｏ－４－ブロモ－２－クロロフェニル－Ｏ－
エチル－Ｓ－プロピル（別名プロフェノホス）

254
チオりん酸Ｓ－ベンジル－Ｏ，Ｏ－ジイソプロピル（別
名イプロベンホス又はＩＢＰ）

255 デカブロモジフェニルエーテル
256 デカン酸
257 デシルアルコール（別名デカノール）

258
１，３，５，７－テトラアザトリシクロ［３．３．１．１（３，
７）］デカン（別名ヘキサメチレンテトラミン）
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259
テトラエチルチウラムジスルフィド（別名ジスルフィラ
ム）

260
テトラクロロイソフタロニトリル（別名クロロタロニル又
はＴＰＮ）

261
４，５，６，７－テトラクロロイソベンゾフラン－１（３Ｈ）
－オン（別名フサライド）

262 テトラクロロエチレン
263 テトラクロロジフルオロエタン（別名ＣＦＣ－１１２）
264 ２，３，５，６－テトラクロロ－パラ－ベンゾキノン
265 テトラヒドロメチル無水フタル酸

266

２，３，５，６－テトラフルオロ－４－メチルベンジル＝
（Ｚ）－３－（２－クロロ－３，３，３－トリフルオロ－１
－プロペニル）－２，２－ジメチルシクロプロパンカル
ボキシラート（別名テフルトリン）

267

３，７，９，１３－テトラメチル－５，１１－ジオキサ－
２，８，１４－トリチア－４，７，９，１２－テトラアザペン
タデカ－３，１２－ジエン－６，１０－ジオン（別名チオ
ジカルブ）

268
テトラメチルチウラムジスルフィド（別名チウラム又は
チラム）

269
３，７，１１，１５－テトラメチルヘキサデカ－１－エン－
３－オール（別名イソフィトール）

270 テレフタル酸
271 テレフタル酸ジメチル
272 銅水溶性塩（錯塩を除く。）

273
１－ドデカノール（別名ノルマル－ドデシルアルコー
ル）

274 ターシャリ－ドデカンチオール
275 ドデシル硫酸ナトリウム

276
３，６，９－トリアザウンデカン－１，１１－ジアミン（別
名テトラエチレンペンタミン）

277 トリエチルアミン
278 トリエチレンテトラミン
279 １，１，１－トリクロロエタン
280 １，１，２－トリクロロエタン
281 トリクロロエチレン
282 トリクロロ酢酸
283 ２，４，６－トリクロロ－１，３，５－トリアジン
284 トリクロロトリフルオロエタン（別名ＣＦＣ－１１３）
285 トリクロロニトロメタン（別名クロロピクリン）

286
（３，５，６－トリクロロ－２－ピリジル）オキシ酢酸（別
名トリクロピル）

287 ２，４，６－トリクロロフェノール
288 トリクロロフルオロメタン（別名ＣＦＣ－１１）
289 １，２，３－トリクロロプロパン
290 トリクロロベンゼン

291
１，３，５－トリス（２，３－エポキシプロピル）－１，３，
５－トリアジン－２，４，６（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）－トリオン

292 トリブチルアミン

293

アルファ，アルファ，アルファ－トリフルオロ－２，６－
ジニトロ－Ｎ，Ｎ－ジプロピル－パラ－トルイジン（別
名トリフルラリン）

294 ２，４，６－トリブロモフェノール
295 ３，５，５－トリメチル－１－ヘキサノール
296 １，２，４－トリメチルベンゼン
297 １，３，５－トリメチルベンゼン
298 トリレンジイソシアネート
299 トルイジン
300 トルエン
301 トルエンジアミン
302 ナフタレン
303 １，５－ナフタレンジイル＝ジイソシアネート
304 鉛

○ 305 鉛化合物
306 二アクリル酸ヘキサメチレン
307 二塩化酸化ジルコニウム
308 ニッケル

○ 309 ニッケル化合物
310 ニトリロ三酢酸
311 オルト－ニトロアニソール
312 オルト－ニトロアニリン
313 ニトログリセリン
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314 パラ－ニトロクロロベンゼン
315 オルト－ニトロトルエン
316 ニトロベンゼン
317 ニトロメタン
318 二硫化炭素
319 １－ノナノール（別名ノルマル－ノニルアルコール）
320 ノニルフェノール
321 バナジウム化合物

322

５’－［Ｎ，Ｎ－ビス（２－アセチルオキシエチル）アミ
ノ］－２’－（２－ブロモ－４，６－ジニトロフェニルア
ゾ）－４’－メトキシアセトアニリド

323
２，４－ビス（エチルアミノ）－６－メチルチオ－１，３，
５－トリアジン（別名シメトリン）

324
１，３－ビス［（２，３－エポキシプロピル）オキシ］ベン
ゼン

325
ビス（８－キノリノラト）銅（別名オキシン銅又は有機
銅）

326
３，６－ビス（２－クロロフェニル）－１，２，４，５－テト
ラジン（別名クロフェンチジン）

327 １，２－ビス（２－クロロフェニル）ヒドラジン

328
ビス（Ｎ，Ｎ’－ジメチルジチオカルバミン酸）亜鉛（別
名ジラム）

329

ビス（Ｎ，Ｎ－ジメチルジチオカルバミン酸）Ｎ，Ｎ’－
エチレンビス（チオカルバモイルチオ亜鉛）（別名ポリ
カーバメート）

330
ビス（１－メチル－１－フェニルエチル）＝ペルオキシ
ド

331
Ｓ，Ｓ－ビス（１－メチルプロピル）＝Ｏ－エチル＝ホ
スホロジチオアート（別名カズサホス）

○ 332 砒素及びその無機化合物
333 ヒドラジン
334 ４－ヒドロキシ安息香酸メチル
335 Ｎ－（４－ヒドロキシフェニル）アセトアミド
336 ヒドロキノン
337 ４－ビニル－１－シクロヘキセン
338 ２－ビニルピリジン
339 Ｎ－ビニル－２－ピロリドン
340 ビフェニル
341 ピペラジン
342 ピリジン
343 ピロカテコール（別名カテコール）
344 フェニルオキシラン
345 フェニルヒドラジン
346 ２－フェニルフェノール
347 Ｎ－フェニルマレイミド
348 フェニレンジアミン
349 フェノール

350

３－フェノキシベンジル＝３－（２，２－ジクロロビニ
ル）－２，２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラー
ト（別名ペルメトリン）

○ 351 １，３－ブタジエン
352 フタル酸ジアリル
353 フタル酸ジエチル
354 フタル酸ジ－ノルマル－ブチル
355 フタル酸ビス（２－エチルヘキシル）
356 フタル酸ノルマル－ブチル＝ベンジル

357

２－ターシャリ－ブチルイミノ－３－イソプロピル－５
－フェニルテトラヒドロ－４Ｈ－１，３，５－チアジアジ
ン－４－オン（別名ブプロフェジン）

358

Ｎ－ターシャリ－ブチル－Ｎ’－（４－エチルベンゾイ
ル）－３，５－ジメチルベンゾヒドラジド（別名テブフェノ
ジド）

359
ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプロピルエーテ
ル

360

Ｎ－［１－（Ｎ－ノルマル－ブチルカルバモイル）－１
Ｈ－２－ベンゾイミダゾリル］カルバミン酸メチル（別
名ベノミル）

361

ブチル＝（Ｒ）－２－［４－（４－シアノ－２－フルオロ
フェノキシ）フェノキシ］プロピオナート（別名シハロ
ホップブチル）
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362

１－ターシャリ－ブチル－３－（２，６－ジイソプロピル
－４－フェノキシフェニル）チオ尿素（別名ジアフェンチ
ウロン）

363

５－ターシャリ－ブチル－３－（２，４－ジクロロ－５－
イソプロポキシフェニル）－１，３，４－オキサジアゾー
ル－２（３Ｈ）－オン（別名オキサジアゾン）

364

ターシャリ－ブチル＝４－（｛［（１，３－ジメチル－５－
フェノキシ－４－ピラゾリル）メチリデン］アミノオキシ｝
メチル）ベンゾアート（別名フェンピロキシメート）

365 ブチルヒドロキシアニソール（別名ＢＨＡ）
366 ターシャリ－ブチル＝ヒドロペルオキシド
367 オルト－セカンダリ－ブチルフェノール
368 ４－ターシャリ－ブチルフェノール

369

２－（４－ターシャリ－ブチルフェノキシ）シクロヘキシ
ル＝２－プロピニル＝スルフィット（別名プロパルギッ
ト又はＢＰＰＳ）

370

２－ターシャリ－ブチル－５－（４－ターシャリ－ブチ
ルベンジルチオ）－４－クロロ－３（２Ｈ）－ピリダジノ
ン（別名ピリダベン）

371

Ｎ－（４－ターシャリ－ブチルベンジル）－４－クロロ
－３－エチル－１－メチルピラゾール－５－カルボキ
サミド（別名テブフェンピラド）

372
Ｎ－（ターシャリ－ブチル）－２－ベンゾチアゾールス
ルフェンアミド

373 ２－ターシャリ－ブチル－５－メチルフェノール
374 ふっ化水素及びその水溶性塩
375 ２－ブテナール

376
Ｎ－ブトキシメチル－２－クロロ－２’，６’－ジエチル
アセトアニリド（別名ブタクロール）

377 フラン

378
Ｎ，Ｎ’－プロピレンビス（ジチオカルバミン酸）と亜鉛
の重合物（別名プロピネブ）

379 ２－プロピン－１－オール
380 ブロモクロロジフルオロメタン（別名ハロン－１２１１）
381 ブロモジクロロメタン
382 ブロモトリフルオロメタン（別名ハロン－１３０１）

383

５－ブロモ－３－セカンダリ－ブチル－６－メチル－
１，２，３，４－テトラヒドロピリミジン－２，４－ジオン
（別名ブロマシル）

384 １－ブロモプロパン
○ 385 ２－ブロモプロパン

386 ブロモメタン（別名臭化メチル）

387
ヘキサキス（２－メチル－２－フェニルプロピル）ジス
タノキサン（別名酸化フェンブタスズ）

388

６，７，８，９，１０，１０－ヘキサクロロ－１，５，５ａ，
６，９，９ａ－ヘキサヒドロ－６，９－メタノ－２，４，３－
ベンゾジオキサチエピン＝３－オキシド（別名エンドス
ルファン又はベンゾエピン）

389 ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド
390 ヘキサメチレンジアミン
391 ヘキサメチレン＝ジイソシアネート
392 ノルマル－ヘキサン
393 ベタナフトール

○ 394 ベリリウム及びその化合物
395 ペルオキソ二硫酸の水溶性塩

396
ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名ＰＦ
ＯＳ）

○ 397 ベンジリジン＝トリクロリド
398 ベンジル＝クロリド（別名塩化ベンジル）
399 ベンズアルデヒド

○ 400 ベンゼン
401 １，２，４－ベンゼントリカルボン酸１，２－無水物

402
２－（２－ベンゾチアゾリルオキシ）－Ｎ－メチルアセト
アニリド（別名メフェナセット）

403 ベンゾフェノン
404 ペンタクロロフェノール
405 ほう素化合物
406 ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣＢ）

407

ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル
基の炭素数が１２から１５までのもの及びその混合
物に限る。）

408 ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテル

号番号 物　質　名　称

409
ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステ
ルナトリウム

410 ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル
○ 411 ホルムアルデヒド

412 マンガン及びその化合物
413 無水フタル酸
414 無水マレイン酸
415 メタクリル酸
416 メタクリル酸２－エチルヘキシル
417 メタクリル酸２，３－エポキシプロピル
418 メタクリル酸２－（ジメチルアミノ）エチル
419 メタクリル酸ノルマル－ブチル
420 メタクリル酸メチル
421 ４－メチリデンオキセタン－２－オン

422
（Ｚ）－２’－メチルアセトフェノン＝４，６－ジメチル－
２－ピリミジニルヒドラゾン（別名フェリムゾン）

423 メチルアミン
424 メチル＝イソチオシアネート

425
Ｎ－メチルカルバミン酸２－イソプロピルフェニル（別
名イソプロカルブ又はＭＩＰＣ）

426
Ｎ－メチルカルバミン酸２，３－ジヒドロ－２，２－ジメ
チル－７－ベンゾ［ｂ］フラニル（別名カルボフラン）

427
Ｎ－メチルカルバミン酸１－ナフチル（別名カルバリ
ル又はＮＡＣ）

428
Ｎ－メチルカルバミン酸２－ｓｅｃ－ブチルフェニル（別
名フェノブカルブ又はＢＰＭＣ）

429

メチル＝３－クロロ－５－（４，６－ジメトキシ－２－ピ
リミジニルカルバモイルスルファモイル）－１－メチル
ピラゾール－４－カルボキシラート（別名ハロスルフロ
ンメチル）

430

メチル＝（Ｓ）－７－クロロ－２，３，４ａ，５－テトラヒド
ロ－２－［メトキシカルボニル（４－トリフルオロメトキ
シフェニル）カルバモイル］インデノ［１，２－ｅ］［１，３，
４］オキサジアジン－４ａ－カルボキシラート（別名イン
ドキサカルブ）

431

メチル＝（Ｅ）－２－｛２－［６－（２－シアノフェノキシ）
ピリミジン－４－イルオキシ］フェニル｝－３－メトキシ
アクリラート（別名アゾキシストロビン）

432
３－メチル－１，５－ジ（２，４－キシリル）－１，３，５
－トリアザペンタ－１，４－ジエン（別名アミトラズ）

433 Ｎ－メチルジチオカルバミン酸（別名カーバム）

434

メチル－Ｎ’，Ｎ’－ジメチル－Ｎ－［（メチルカルバモ
イル）オキシ］－１－チオオキサムイミデート（別名オ
キサミル）

435

メチル＝２－（４，６－ジメトキシ－２－ピリミジニルオ
キシ）－６－［１－（メトキシイミノ）エチル］ベンゾアー
ト（別名ピリミノバックメチル）

436 アルファ－メチルスチレン
437 ３－メチルチオプロパナール
438 メチルナフタレン
439 ３－メチルピリジン
440 １－メチル－１－フェニルエチル＝ヒドロペルオキシド

441
２－（１－メチルプロピル）－４，６－ジニトロフェノー
ル

442
２－メチル－Ｎ－［３－（１－メチルエトキシ）フェニル］
ベンズアミド（別名メプロニル）

443
Ｓ－メチル－Ｎ－（メチルカルバモイルオキシ）チオア
セトイミダート（別名メソミル）

444

メチル＝（Ｅ）－メトキシイミノ－（２－｛［（｛（Ｅ）－１－
［３－（トリフルオロメチル）フェニル］エチリデン｝アミ
ノ）オキシ］メチル｝フェニル）アセタート（別名トリフロ
キシストロビン）

445

メチル＝（Ｅ）－メトキシイミノ［２－（オルト－トリルオ
キシメチル）フェニル］アセタート（別名クレソキシムメ
チル）

446 ４，４’－メチレンジアニリン

447
メチレンビス（４，１－シクロヘキシレン）＝ジイソシア
ネート

448 メチレンビス（４，１－フェニレン）＝ジイソシアネート

449
３－メトキシカルボニルアミノフェニル＝３’－メチルカ
ルバニラート（別名フェンメディファム）
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号番号 物　質　名　称

450

Ｎ－（６－メトキシ－２－ピリジル）－Ｎ－メチルチオカ
ルバミン酸Ｏ－３－ターシャリ－ブチルフェニル（別名
ピリブチカルブ）

451 ２－メトキシ－５－メチルアニリン
452 ２－メルカプトベンゾチアゾール
453 モリブデン及びその化合物
454 ２－（モルホリノジチオ）ベンゾチアゾール
455 モルホリン
456 りん化アルミニウム

457
りん酸ジメチル＝２，２－ジクロロビニル（別名ジクロ
ルボス又はＤＤＶＰ）

458 りん酸トリス（２－エチルヘキシル）
459 りん酸トリス（２－クロロエチル）
460 りん酸トリトリル
461 りん酸トリフェニル
462 りん酸トリ－ノルマル－ブチル
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○ 情報入手先 

 

１ 化管法などの参考 

 

１ 愛知県のウェブページ あいちの環境 化学物質の適正管理とＰＲＴＲ 

ＵＲＬ http://www.pref.aichi.jp/kankyo/katsudo-ka/jigyo/prtr/index.html 

掲載項目 ＰＲＴＲ制度、愛知県の条例・指針、愛知県の取組 

特徴 化学物質情報等へのリンク掲載 

 

 

２ 環境省 環境省のホームページ ＰＲＴＲインフォメーション広場 

ＵＲＬ https://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html 

掲載項目 
ＰＲＴＲ排出量等算出マニュアル（電子版）、ＰＲＴＲ開示請求、 

集計結果公表、ＰＲＴＲデータ地図上表示システム 

特徴 ＰＲＴＲに関する環境省のページ 

 

 

３ 経済産業省製造産業局化学物質管理課 化学物質排出把握管理促進法のホ

ームページ 

ＵＲＬ http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/ 

掲載項目 
ＰＲＴＲ排出量等算出マニュアル（電子版）、ＰＲＴＲ開示請求、 

化管法解説、ＰＲＴＲ公表 

特徴 化管法に関する経済産業省のページ 

 

 

２ 化学物質の性状等に関するデータの入手先 

 

１ 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質総合情報提供システム 

 NITE-CHRIP 

ＵＲＬ https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop 

掲載項目 
ＰＲＴＲ制度対象物質の性状や有害性情報、化審法既存化学物質

の安全性点検データ、国内法規制対象物質等 

特徴 安全性点検結果や諸外国の法規制対象物質が確認できる。 
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２ 国立医薬食品衛生研究所 健康・安全性関係ホームページ 

ＵＲＬ http://www.nihs.go.jp/index-j.html 

掲載項目 医薬品、食品、化学物質、環境に関する健康・安全情報 

特徴 化学物質に関する安全対策の情報が豊富である。 

 

 

３ 中央労働災害防止協会安全衛生情報センター 化学物質有害性関係ホーム

ページ 

ＵＲＬ http://www.jaish.gr.jp/ 

掲載項目 化学物質の危険・有害性情報、災害事例、安全健康関係リンク情報 

特徴 

化学物質による災害事例を掲載している。リンクから、労働安全衛

生法に基づいて公表された化学物質の検索やモデルＳＤＳの閲覧

が可能。 

 

 

４ 独立行政法人 国立環境研究所 化学物質データベース Webkis-plus 

ＵＲＬ http://w-chemdb.nies.go.jp/ 

掲載項目 化学物質検索、法規制の状況、発がん性及び環境評価データ 

特徴 
地方自治体の管理物質、諸外国における化学物質影響評価データ

が確認できる。Kis-net と連携し、構造式を表示。 
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○ 電子申請・届出システム 

 特定化学物質取扱量届出書及び特定化学物質等管理書作成(変更)提出書の提出は電子申

請・届出システムの対象手続きとなっています。この手続きには電子署名が必要です。電

子署名は電子証明書を利用して電子的に本人確認を行ったり、申請書の改ざんを防止する

ための仕組みです。個人と法人では事前の手続きが異なり、個人の場合には、ＩＣカード

リーダライタが別途必要となります。 

 

１ 電子申請・届出システムの概要 

  電子申請・届出システムは、県の機関への申請・届出等の行政手続を、インターネッ

トを利用して行うことができるようにするサービスです。 

 従来の申請・届出等は、行政窓口へ郵送するか持参して提出する必要がありましたが、

電子申請・届出システムを利用すれば、従来の窓口申請に加えて、自宅や職場から原則

として２４時間３６５日申請・届出等を行うことができます。 

２ 運用時間 

  原則として２４時間（ただし、システムのメンテナス等のため、運用を停止すること

があります。） 

３ 対象手続（化学物質関係） 

  特定化学物質取扱量届出書           電子署名必要 

  特定化学物質等管理書作成(変更)提出書     電子署名必要 

４ 利用方法 

（１）「あいち電子申請・届出システム」 

（https://www.shinsei.e-aichi.jp/toppage-aichi-t/top/municipalitySelection_init 

Display.action）を開きます。 

（２）画面の案内に従い、クライアントソフトのダウンロード及びユーザ（利用者）登

録を行います。 

（３）登録したＩＤ及びパスワードを使用してログインすると、各種申請・届出等を行

うことができます。 

（４）ご利用にあたっては、「あいち電子申請・届出システム」にある「初めての方」を

ご覧ください。 

 ※注意 電子署名が必要な申請・届出手続きは、事前に電子証明書を取得する必要があ

ります（有料）。 

   個人：公的個人認証サービスによる電子証明書、ＩＣカードリーダライタ 

      http://www.pref.aichi.jp/joho/jpki/ 

   法人：商業登記に基づく電子認証制度による電子証明書 

      http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/ 

５ お問合せ先 

  担当 システムヘルプデスク 

電話 ０１２０－４６４－１１９ 

  受付 平日午前９時から午後５時まで 
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○ 取扱量届出書チェック項目一覧 

 

様式 記入項目 チェック項目 チェッ

ク欄 

様式第

４６ 

提出日 日付は窓口に提出する日か。 

６月３０日（土日の場合は次の月曜日） 

以前か。 

 

宛先 事業所の所在地を所管する東三河総局長・

県民事務所長又は中核市長になっている

か。 

 

届出者 郵便番号 大口事業所等で取得している個別郵便番号

ではなく、地域で使用している郵便番号を

記入したか。 

 

住所 事業者（本社）の住所か。  

氏名 法人の場合は法人名と代表者名を記入した

か。代表者印を押印したか。 

 

代理人 代理人は工場長等の適正な役職か。委任状

は添付しているか。 

 

事業所の名称 工場、事業場等の名称か。  

前回の届出における事

業所の名称 

前回届出時の事業者の名称が変更された場

合のみの記入か。 

 

事業所の所在地 工場、事業場等の所在地か。  

事業所において常時使

用される従業員の数 

事業者（会社）全体の従業員数でなく、事

業所の従業員数を記入したか。 

 

事業所において行われ

る事業が属する業種 

対象業種及びその産業分類番号となってい

るか。 

 

主たる業種 対象業種の中で製造品等の出荷額・売上額

が最も多い業務に関係する業種になってい

るか。 

 

連絡先 連絡先を記入したか  

別紙 番号 １から連続する番号を記入したか。  

号番号 第一種指定化学物質の号番号順に記入した

か。 

 

特定化学物質の名称 名称に別名がある場合は別名を記入した

か。 

 

取扱量 ｋｇ単位、有効数字２桁で記入したか。  
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○ 特定化学物質等管理書作成チェック項目一覧表 

 

様式 記入項目 チェック項目 チェッ

ク欄 

様式第

４７ 

提出日 日付は窓口に提出する日か。 

管理書作成義務が生じてから６か月以内

か。 

 

宛先 事業所の所在地を所管する東三河総局長・

県民事務所長又は中核市長になっている

か。 

 

届出者 郵便番号 大口事業所等で取得している個別郵便番

号ではなく、地域で使用している郵便番号

を記入したか。 

 

住所 事業者（本社）の住所か。  

氏名 法人の場合は法人名と代表者名を記入し

たか。 

 

代理人 代理人は工場長等の適正な役職か。委任状

は添付しているか。 

 

事業所の名称 工場、事業場等の名称か。  

事業所の所在地 工場、事業場等の所在地か。  

事業所において常時使

用される従業員の数 

事業者（会社）全体の従業員数でなく、事

業所の従業員数を記入したか。 

 

事業所において行われ

る事業が属する業種 

対象業種及びその産業分類番号となって

いるか。 

 

主たる業種 対象業種の中で製造品等の出荷額・売上額

が最も多い業務に関係する業種になって

いるか。 

 

変更の概要 変更の場合、変更前及び変更後の内容の概

要を対照させたか。 

 

連絡先 連絡先を記入したか  

管理書 方針及び管理計画 方針は化学物質適正管理のための方針と

なっているか。 

 

管理計画には具体的な削減目標、対策、達

成時期等を記載したか。 

 

化学物質の名称 管理対象の特定化学物質を全て記載した

か。 

 

取扱施設における管理

方法 

フローシート等により、事業所の実情に合

った排出防止対策をわかりやすく記載し

たものとなっているか。 

 

管理組織 管理責任者及び担当者を選任したか。  

組織図はあるか。  

教育・訓練について記載したか。  

事故の予防及び事故発

生時の措置 

事業所の実情に合った事故の予防及び事

故発生時の措置について記載したか。 

 

連絡体制について記載したか。  
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○ 届出・提出先一覧表 

 事業所の所在地を所管する下記の県事務所等へ届出書等を提出してください。 

県事務所 所管市町村 

東三河総局県民環境部（環境保全課） 

〒440-8515 豊橋市八町通５－４ 

TEL (０５３２)５４－５１１１（代表） 

豊川市、蒲郡市、田原市 

東三河総局新城設楽振興事務所 

（環境保全課） 

〒441-1365 新城市字石名号２０－１ 

TEL (０５３６)２３－２１１１（代表） 

新城市、設楽町、東栄町、豊根村 

尾張県民事務所（環境保全課） 

〒460-8512 名古屋市中区三の丸 2-6-1 

TEL (０５２)９６１－７２１１（代表） 

一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江

南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉

市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋

市、長久手市、東郷町、豊山町、大口

町、扶桑町 

尾張県民事務所海部県民センター 

（環境保全課） 

〒496-8531 津島市西柳原町１－１４ 

TEL (０５６７)２４－２１１１（代表） 

津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、

蟹江町、飛島村 

尾張県民事務所知多県民センター 

（環境保全課） 

〒475-8501 半田市出口町１－３６ 

TEL (０５６９)２１－８１１１（代表） 

半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、

阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武

豊町 

西三河県民事務所（環境保全課） 

〒444-8551 岡崎市明大寺本町１－４ 

TEL (０５６４)２３－１２１１（代表） 

碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、

高浜市、幸田町 

西三河県民事務所（豊田加茂環境保全課） 

〒471-8503 豊田市元城町４－４５ 

TEL (０５６５)３２－７４９４ 

みよし市 

豊橋市役所（環境部環境保全課） 

〒440-8501 豊橋市今橋町１ 

TEL (０５３２)５１－２１１１（代表） 

豊橋市 

岡崎市役所（環境部環境保全課） 

〒444-8601 岡崎市十王町２丁目－９ 

TEL (０５６４)２３－６０００（代表） 

岡崎市 

豊田市役所（環境部環境保全課） 

〒471-8501 豊田市西町３－６０ 

TEL (０５６５)３１－１２１２（代表） 

豊田市 
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愛知県環境部環境活動推進課環境リスク対策グループ 

〒４６０－８５０１ 

 名古屋市中区三の丸３丁目１番２号 

 電話 052-954-6212（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

http://www.pref.aichi.jp/kankyo/katsudo-ka/jigyo/prtr/index.html 


